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五
、

曹
丕

の
『

典
論

』
と

政
治

規
範

渡
邉

義
浩

は
じ
め
に

漢
魏
交
替
期
の
社
会
で
は
、
君
主
権
力
か
ら
の
自
律
性
を
持
ち
、
西
晉
で
貴
族

へ
と
変
貌
す
る
「
名
士
」
層
が
形
成
さ
れ
る
。
君
主
権
力
は
「
名
士
」
層
と
の
せ

め
ぎ
あ
い
の
中
で
、
三
國
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
持
っ
た
政
権
を
樹
立
し
て
い
く
。

曹
魏
の
基
礎
を
築
い
た
曹
操
は
、
儒
教
を
根
底
と
す
る
「
名
士
」
の
価
値
基
準
を

相
対
化
す
る
た
め
、
「
文
学
」
を
宣
揚
し
、
建
安
文
学
を
生
み
出
し
た
。

（
一
）

こ
う
し
た
社
会
と
文
化
の
中
で
、
後
漢
を
滅
ぼ
し
曹
魏
を
建
国
し
た
曹
丕
は
、

「
名
士
」
層
と
そ
の
存
立
基
盤
で
あ
る
文
化
に
、
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
本
報
告
は
、
曹
丕
の
著
作
で
あ
る
『
典
論
』
の
全
体
像
を
明
ら
か
に

し
、
そ
れ
が
『
尚
書
』
の
堯
典
・
舜
典
の
如
き
政
治
規
範
た
る
べ
き
「
一
家
の
言
」

で
あ
っ
た
こ
と
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
文
章
不
朽
論
と
「
一
家
の
言
」

曹
丕
の
『
典
論
』
は
こ
れ
ま
で
、
『
文
選
』
に
収
録
さ
れ
る
論
文
篇
、
な
か
で

も
「
文
章
は
經
國
の
大
業
に
し
て
不
朽
の
盛
事
な
り
」
と
い
う
文
言
に
注
目
さ
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
青
木
正
児
は
、
こ
れ
を
「
文
学
を
卓
然
独
立
せ
し
め
ん
と

欲
す
る
抱
負
を
示
し
た
」
と
評
し
、
魯
迅
は
、
近
代
的
な
文
学
観
で
見
れ
ば
、
曹

丕
の
時
代
は
「
文
学
の
自
覚
時
代
」
と
な
る
、
と
高
く
評
価
し
た
。
こ
れ
に
対
し

（
二
）

て
、
岡
村
繁
は
、
曹
丕
の
『
典
論
』
論
文
篇
は
、
中
国
最
初
の
文
学
評
論
の
専
論

と
は
言
え
ず
、
そ
の
文
章
不
朽
論
も
純
文
学
で
は
な
く
、
ま
と
ま
っ
た
一
家
の
言

的
な
思
想
書
の
不
朽
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
意
義
を
過
大
評
価
す

る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。
岡
村
説
を
受
け
た
古
川
末
喜
も
、
『
典
論
』
論
文
篇
の

（
三
）

文
章
不
朽
説
は
、
文
学
に
新
し
い
価
値
付
け
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
は
な
く
、
こ

れ
ま
で
の
伝
統
的
な
立
文
（
立
言
）
不
朽
説
の
未
だ
枠
内
に
あ
り
、
文
学
の
独
立

宣
言
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
す
る
。

（
四
）

曹
丕
の
『
典
論
』
論
文
篇
の
当
該
部
分
は
、『
文
選
』
卷
五
十
二
論
「
典
論
」
に
、

（
五
）

①
蓋
し
文
章
は
經
國
の
大
業
に
し
て
、
不
朽
の
盛
事
な
り
。
年
寿
は
時
有
り

て
盡
き
、
榮
樂
は
其
の
身
に
止
る
。
二
者
は
必
至
の
常
期
あ
り
、
未
だ
文
章

の
無
窮
な
る
に
若
か
ず
。
是
を
以
て
古
の
作
者
は
、
身
を
翰
墨
に
寄
せ
、
意

を
篇
籍
に
見
し
、
良
史
の
辭
を
假
ら
ず
、
飛
び
馳
す
る
も
の
の
勢
い
に
託

あ
ら
は

せ
ず
し
て
、
聲
名
は
自
ら
後
に
傳
は
る
。
故
に

②
西
伯
は
幽
せ
ら
れ
て
易
を
演
の

べ
、

周
旦
は
顯
れ
て
禮
を
制
す
。
隱
約
を
以
て
務
め
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
康
樂

を
以
て
思
ひ
を
加
ふ
る
こ
と
を
せ
ず
。
夫
れ
然
ら
ば
則
ち
古
人
は
尺
壁
を
賤

ん
で
、
寸
陰
を
重
ん
ず
。
時
の
過
ぎ
ん
こ
と
を
懼
る
る
の
み
。
而
る
に
人
多

く
は
強
力
め
ず
。
貧
賤
な
れ
ば
則
ち
飢
寒
を
懼
れ
、
富
貴
な
れ
ば
則
ち
逸
樂

つ
と

に
流
る
。
遂
に
目
前
の
務
め
を
營
ん
で
、
千
載
の
功
を
遺
る
。
日
月
は
上
に

逝
き
、
體
貌
は
下
に
衰
へ
、
忽
然
と
し
て
萬
物
と
遷
化
す
。
斯
れ
志
士
の
大

い
な
る
痛
な
り
。
融
ら
已
に
逝
き
ぬ
。

③
唯
だ
幹
の
み
論
を
著
し
て
、
一

か
な
し
み

家
の
言
を
成
す
。
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と
あ
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
曹
丕
は
、
す
べ
て
の
①
文
章
を
「
經

（
六
）

國
の
大
業
」
で
「
不
朽
の
盛
事
」
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
③
「
一
家
の

言
」
の
不
朽
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
も
、
注
（
三
）
所
掲
網
論
文
に
指
摘
さ
れ

る
よ
う
に
、
①
の
典
拠
は
、
『
春
秋
左
氏
傳
』
襄
公
傳
二
十
四
年
に
、

（
七
）

大
上
は

❶
德
を
立
つ
る
に
有
り
。
其
の
次
は

❷
功
を
立
つ
る
に
有
り
。
其
の

次
は

❸
言
を
立
つ
る
に
有
り
。
久
し
と
雖
も
廢
せ
ず
。
之
を
不
朽
と
謂
ふ
。

夫
の
姓
を
保
ち
氏
を
受
け
て
、
以
て
宗
祊
を
守
り
、
世
世
祀
り
を
絶
た
ざ
る

が
若
き
は
、
國
と
し
て
之
れ
無
き
は
無
し
。
禄
の
大
な
る
者
な
り
、
不
朽
と

謂
ふ
可
か
ら
ず
。

と
あ
る
。
『
典
論
』
論
文
篇
の
根
底
に
は
、
『
春
秋
左
氏
傳
』
の
「
立
言
不
朽
」

説
が
置
か
れ
て
い
る
。
曹
丕
の
『
典
論
』
論
文
篇
を
經
學
か
ら
の
「
文
学
の
独
立

宣
言
」
と
位
置
づ
け
得
な
い
理
由
で
あ
る
。
弟
の
曹
植
は
さ
ら
に
明
確
に
、
『
文

選
』
卷
四
十
二
書
「
楊
德
祖
に
与
ふ
る
の
書
」
の
中
で
、

（
八
）

昔
楊
子
雲
は
、
先
朝
執
戟
の
臣
な
る
の
み
。
猶
ほ
壯
夫
は
爲
さ
ざ
る
な
り

と
稱
す
。
吾

❶
德
薄
し
と
雖
も
、
位
蕃
侯
爲
り
。
猶
ほ
庶
幾
は
く
は
、
力

を
上
國
に
勠
せ
、
惠
み
を
下
民
に
流
し
、
永
世
の
業
を
建
て
、
金
石
の

❷
功

あ
は

を
留
め
ん
こ
と
を
。
豈
に
徒
に
翰
墨
を
以
て
勳
績
と
爲
し
、
辭
賦
も
て
君
子

と
爲
さ
ん
や
。
若
し
吾
が
志
未
だ
果
た
さ
れ
ず
、
吾
が
道
行
は
れ
ず
ん
ば
、

則
ち
將
に
庶
官
の
實
録
を
采
り
、
時
俗
の
得
失
を
辯
じ
、
仁
義
の
衷
を
定

ま
こ
と

め
、

❸
一
家
の
言
を
成
さ
ん
と
す
。

と
述
べ
、
❶
德
→
❷
功
→
❸
「
一
家
の
言
」
と
い
う
左
氏
傳
の
優
先
順
位
を
踏
襲

し
な
が
ら
、
「
一
家
の
言
」
を
成
す
べ
き
こ
と
を
目
標
と
し
て
掲
げ
、
「
翰
墨
」

や
「
辭
賦
」
に
否
定
的
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
儒
教
の
文
学
に
対
す
る
優
越
を

こ
こ
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

か
か
る
儒
教
的
「
立
言
不
朽
」
説
を
根
底
に
置
く
と
と
も
に
、
曹
丕
の
『
典
論
』

論
文
篇
は
、
岡
村
繁
が
、
「
曹
丕
の
考
え
方
は
、
も
ち
ろ
ん
直
接
的
に
は
司
馬
遷

に
基
づ
く
も
の
で
、
漢
以
来
の
伝
統
的
な
著
作
観
を
一
歩
も
出
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
司
馬
遷
の
「
太
史
公
自
序
」
と
「
任
安
に
報
ず
る
書
」

（
九
）

を
直
接
的
な
典
拠
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
著
作
観
は
、
「
一
歩
も
出
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
」
と
は
言
い
難
い
。
『
漢
書
』
卷
六
十
二
司
馬
遷
傳
に
、

（
一
〇
）

蓋
し
西
伯
は
拘
は
れ
て

周
易
を
演
べ
、
仲
尼
は
戹
せ
ら
れ
て
春
秋
を
作
り
、

と
ら

の

屈
原
は
放
逐
せ
ら
れ
て
乃
ち
離
騷
を
賦
し
、
左
丘
は
明
を
失
ひ
て
厥
れ
國
語

有
り
、
孫
子
は
髕
脚
せ
ら
れ
て
兵
法
脩
列
し
、
不
韋
は
蜀
に
遷
さ
れ
て
世

に
呂
覽
を
傳
へ
、
韓
非
は
秦
に
囚
は
れ
て
説
難
・
孤
憤
あ
り
。
詩
三
百
篇
は
、

大
氐
賢
聖
發
憤
の
爲
作
す
る
所
な
り
。
…
…
僕
竊
か
に
不
遜
な
れ
ど
も
、

近
く
自
ら
無
能
の
辭
に
託
し
、
…
…
一
家
の
言
を
成
さ
ん
と
す
。

と
引
か
れ
る
「
任
安
に
報
ず
る
書
」
と
『
典
論
』
論
文
篇
と
を
比
較
す
る
と
、
た

し
か
に
司
馬
遷
を
踏
ま
え
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
は
自
覚
的
な
選
択
が
見
ら
れ
る

た
め
で
あ
る
。
曹
丕
が
自
己
の
模
範
と
し
て
掲
げ
る
事
例
は
、
②
「
西
伯
」
と
「

周

旦
」
、
す
な
わ
ち

周
の
文
王
の
易
と

周
公
旦
の
禮
で
あ
る
。
後
者
を
司
馬
遷
が
掲

げ
て
い
な
い
よ
う
に
、
曹
丕
と
司
馬
遷
の
「
一
家
の
言
」
へ
の
意
義
付
け
は
明
確

に
異
な
る
。
司
馬
遷
が
自
ら
の
境
遇
を
準
え
な
が
ら
、
苦
境
の
中
で
「
一
家
の
言
」

が
著
さ
れ
る
、
と
考
え
る
こ
と
に
対
し
て
、
曹
丕
も
ま
た
自
ら
の
境
遇
に
比
し
て
、

周
の
文
王
と

周
公
旦
と
い
う
君
主
の
文
章
を
、
し
か
も
儒
教
の
經
典
と
な
っ
た
易

・
禮
を
不
朽
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
曹
丕
の
「
文
章
不
朽
論
」
は
、
原
則
と

し
て
、
君
主
の
「
一
家
の
言
」
を
対
象
と
し
て
お
り
、
賦
・
詩
な
ど
の
「
文
学
」

の
不
朽
を
主
張
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
曹
丕
が
、
③
徐
幹
も
ま
た
「
一
家
の
言
」
を
著
し
た
と
位
置
づ
け

る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
高
い
評
価
と
な
る
。
『
文
選
』
卷
四
十
二
書
「
呉
質
に

與
ふ
る
書
」
に
、

（
一
一
）

古
今
の
文
人
を
觀
る
に
、
類
ね
細
行
を
護
ら
ず
、
能
く
名
節
を
以
て
自
立

す
る
も
の
鮮
な
し
。
而
る
に
偉
長
は
獨
り
文
を
懷
き
質
を
抱
き
、
恬
惔
に
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寡
欲
、
箕

山
の
志
有
り
。
彬
彬
た
る
君
子
と
謂
ふ
可
き
者
な
り
。
中
論
二

十
餘
篇
を
著
し
、
一
家
の
言
を
成
す
。
辭
義
は
典
雅
に
し
て
、
後
に
傳
ふ

る
に
足
る
。
此
の
子
不
朽
爲
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
丕
に
「
一
家
の
言
」
と
認
定
さ
れ
た
も
の
は
、
「
偉
長
」
（
徐

幹
の
字
）
の
『
中
論
』
で
あ
る
。『
中
論
』
は
な
ぜ
、
易
や
禮
に
準
え
る
べ
き
「
一

家
の
言
」
と
い
う
高
い
評
価
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
徐
幹
の
『
中
論
』
と
曹
操
の
諸
政
策

徐
幹
は
、
「
建
安
の
七
子
」
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
詩
は
劉
禎
と
の

贈
答
詩
の
ほ
か
数
篇
を
残
す
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
徐
幹
が
、
『
中
論
』
序
に

よ
れ
ば
、

（
一
二
）

辭
人
美
麗
の
文
、
時
に
並
び
て
作
ら
る
る
も
、
曾
ち
大
義
を
闡
弘
し
て
、

す
な
は

道
教
を
敷
散
し
、
上
は
聖
人
の
中
を
求
め
、
下
は
流
俗
の
昏
を
救
ふ
者
無
き

を
見
る
。
故
に
詩
・
賦
・
頌
・
銘
・
贊
の
文
を
廢
て
、
中
論
の
書
二
十
篇

す

を
著
は
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
詩
・
賦
な
ど
を
棄
て
た
、
と
い
う
意
識
を
持
つ
こ
と
と
関
わ
ろ

う
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
辭
・
賦
を
棄
て
て
『
法
言
』
を
著
し
た

（
一
三
）

楊
雄
の
影
響
の
下
、
徐
幹
は
『
中
論
』
を
著
し
た
。
楊
雄
は
、『
法
言
』
の
末
尾
、

孝
至
篇
に
、

（
一
四
）

漢
興
り
て
二
百
一
十
載
に
し
て
、
中
天
其
れ
庶
き
か
な
。
辟
廱
以
て
之

ち
か

を
本
づ
け
、
校
學
以
て
之
を
教
へ
、
禮
樂
以
て
之
を
容
り
、
輿
服
以
て

か
ざ

之
を
表
し
、
其
の
井
・
刑
を
復
し
、
人
役
を
勉
ず
。
唐
い
な
る
か
な
。

め
ん

お
お

と
述
べ
、
前
漢
に
代
わ
っ
て
王
莽
が
、
新
し
い
治
世
を
も
た
ら
す
こ
と
を
称
え
た
。

（
一
五
）

注
（

一
二
）
所
掲
串
田
〈

一
九

八
五
〉
論
文
は
、
徐
幹
の
『
中
論
』
も
ま
た
、
来
る
べ
き

新
時
代
、
将
来
を
見
通
す
英
明
の
君
主
に
希
望
を
託
し
て
著
さ
れ
た
と
し
、
そ
の

君
主
と
は
文
帝
曹
丕
で
あ
っ
た
、
と
主
張
す
る
。
た
し
か
に
曹
丕
は
、
徐
幹
の
み

「
一
家
の
言
」
を
著
し
た
と
、
『
中
論
』
を
高
く
評
価
す
る
。
『
中
論
』
は
、
い

つ
何
を
目
的
と
し
て
著
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

徐
幹
は
、
曹
操
に
仕
え
て
司
空
軍
謀
祭
酒
掾
屬
と
な
っ
た
後
、
曹
丕
の
五
官
將

文
學
に
迎
え
ら
れ
た
（
『
三
國
志
』
卷
二
十
一
王
粲
傳
附
徐
幹
傳
）
。
や
が
て
病

に
よ
り
官
を
辞
し
、
『
中
論
』
を
著
し
た
後
、
建
安
二
十
三
（
二
一
八
）
年
、
四

十
八
歳
で
死
去
し
た
と
い
う
（
『
中
論
』
序
）
。
曹
丕
が
五
官
中
郎
將
と
な
っ
た

の
は
、
建
安
十
六
（
二
一
一
）
年
で
あ
る
か
ら
（
『
三
國
志
』
卷
二
文
帝
紀
）
、

『
中
論
』
は
、
建
安
十
六
年
以
降
二
十
三
年
ま
で
の
間
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
に

な
る
。

池
田
秀
三
に
よ
れ
ば
、
徐
幹
の
『
中
論
』
は
、
才
智
の
徳
行
に
対
す
る
優
位
を

主
張
し
、
技
芸
を
君
子
の
業
と
し
て
一
定
の
評
価
を
与
え
る
人
間
観
に
特
徴
を
持

つ
。
『
中
論
』
智
行
に
、

（
一
六
）

（
一
七
）

人
の
行
、
孝
よ
り
大
な
る
は
莫
く
、
清
よ
り
顯
る
る
は
莫
し
。
曾
參
の
孝
は
、

有
虞
も
易
ふ
る
能
は
ず
。
原
憲
の
清
は
、
伯
夷
も
間
る
能
は
ず
。
然
れ
ど
も

そ
し

游
・
夏
と
列
し
て
四
行
の
科
に
在
る
を
得
ず
。
其
の
才
如
か
ざ
る
を
以
て

な
り
。
仲
尼
子
貢
に
問
ひ
て
曰
く
、
「
汝
と
回
や
孰
れ
か
愈
れ
る
」
と
。

對
へ
て
曰
く
、
「
賜
や
何
ぞ
敢
へ
て
回
を
望
ま
ん
。
回
や
一
を
聞
き
て
以
て

十
を
知
り
、
賜
や
一
を
聞
き
て
以
て
二
を
知
る
」
と
。
子
貢
の
行
、
顔
淵
に

若
か
ざ
る
こ
と
遠
し
。
然
り
而
し
て
其
の
行
に
服
せ
ず
、
其
の
一
を
聞
き
て

十
を
知
る
に
服
せ
り
。
此
に
由
り
て
之
を
觀
れ
ば
、
盛
才
は
人
を
服
せ
し
む

る
所
以
な
り
。
仲
尼
も
亦
た
顔
淵
の
盛
才
有
る
を
奇
と
せ
し
な
り
。
故
に
曰

く
、
「
回
や
我
を
助
く
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
吾
が
言
に
於
て
説
ば
ざ
る
所

無
し
」
と
。
顔
淵
聖
人
の
情
に
達
す
、
故
に
窮
難
の
辭
無
し
。
是
を
以
て

能
く
獨
り
亹
亹
た
る
の
譽
を
獲
て
、
七
十
子
の
冠
と
爲
る
。
曾
參
は
質
孝
と

雖
も
、
原
憲
は
體
清
と
雖
も
、
仲
尼
未
だ
甚
し
く
は
嘆
ぜ
ざ
る
な
り
。
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と
あ
る
。
徐
幹
は
、
孔
門
で
最
も
評
価
の
高
い
顔
淵
は
、
そ
の
「
盛
才
」
を
孔
子

に
尊
重
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
し
、
曾
參
の
「
孝
」
や
原
憲
の
「
清
」
は
、
孔
子
も

甚
だ
し
く
は
評
価
し
な
か
っ
た
、
と
主
張
す
る
。
注
（

一
六
）
所
掲
池
田
論
文
は
、

こ
う
し
た
徐
幹
に
お
け
る
「
才
」
の
重
視
は
、
為
政
に
即
し
て
人
の
本
性
を
見
よ

う
と
し
た
た
め
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
才
」
と
い
う
基
準
に
よ
り
論
ぜ
ら
れ

る
た
め
徐
幹
の
性
三
品
説
は
そ
の
実
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
指
摘
す
る
。
思
想

史
的
に
は
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
徐
幹
が
『
中
論
』
を
著
し
た
建
安
十
六
年
以
降
二
十
三
年
ま
で
と
い
う

時
期
の
政
治
状
況
に
即
し
て
考
察
す
る
と
、
か
か
る
主
張
が
、
建
安
十
五
（
二
一

〇
）
年
に
初
め
て
出
さ
れ
た
曹
操
の
唯
才
主
義
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

『
三
國
志
』
卷
一
武
帝
紀
に
、

（
一
八
）

（
建
安
）
十
五
年
春
、
令
を
下
し
て
曰
く
、
…
…
若
し
必
ず
廉
士
に
し
て
而

る
後
に
用
ふ
可
く
ん
ば
、
則
ち
齊
桓
は
其
れ
何
を
以
て
か
世
に
霸
た
る
。
今

天
下
に
褐
を
被
り
玉
を
懷
き
て
渭
濱
に
釣
る
者
有
る
こ
と
無
き
を
得
る
か
。

又
嫂
を
盗
み
金
を
受
け
て
未
だ
無
知
に
遇
は
ざ
る
者
無
き
を
得
る
か
。
二

・
三
子
、
其
れ
我
を
佐
け
て
仄
陋
を
明
揚
せ
よ
。
唯
だ
才
是
れ
擧
げ
よ
。

吾
得
て
之
を
用
ひ
ん
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
操
は
、
管
仲
の
よ
う
に
廉
潔
で
は
な
い
人
物
で
も
、
陳
平
の

よ
う
に
嫂
と
密
通
し
賄
賂
を
受
け
取
る
者
で
あ
っ
て
も
、
「
唯
だ
才
」
だ
け
を
基

準
と
し
て
察
挙
を
行
う
こ
と
を
天
下
に
宣
言
し
て
い
た
。
か
か
る
唯
才
主
義
は
、

（
一
九
）

孝
廉
を
典
型
と
す
る
漢
代
の
鄕
挙
里
選
が
依
拠
し
た
「
孝
」
や
「
清
」
と
い
っ
た

儒
教
的
察
挙
基
準
の
否
定
で
あ
る
。

た
だ
し
、
親
不
孝
で
あ
っ
て
も
有
能
な
者
を
尊
重
す
る
と
い
う
曹
操
の
唯
才
主

義
は
、
親
孝
行
で
有
能
な
者
を
親
不
孝
で
有
能
な
者
よ
り
も
貶
め
る
こ
と
が
論
理

的
に
不
可
能
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
従
来
の
儒
教
的
な
価
値
基
準
を
十
全
に
打
破

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
中
論
』
智
行
に
続
け
て
、

（
二
〇
）

或
ひ
と
曰
く
、
「
苟
も
才
智
有
り
て
、
行
善
か
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
取
る
可

き
か
」
と
。
對
へ
て
曰
く
、
「
何
ぞ
子
の
喩
し
難
き
や
。
水
能
く
火
に
勝

つ
も
、
豈
に
一
升
の
水
も
て
一
林
の
火
に
灌
が
ん
や
。
柴
や
愚
な
る
も
、
何

ぞ
嘗
て
自
ら
井
に
投
ぜ
し
や
。
…
…
且
れ
管
仲
君
に
背
き
讐
に
事
へ
、
奢

そ

り
て
禮
を
失
ひ
し
も
、
桓
公
を
し
て
諸
侯
を
九
合
し
天
下
を
一
匡
す
る
の
功

有
ら
し
む
。
仲
尼
之
を
稱
へ
て
曰
く
、
『
管
仲
微
か
り
せ
ば
、
吾
其
れ
被

な

髪
左
袵
せ
ん
』
と
。
召
忽
節
に
伏
し
難
に
死
す
。
人
臣
の
美
義
な
り
。
仲

尼
比
へ
て
爲
く
、
匹
夫
・
匹
婦
の
諒
を
爲
す
と
。
是
の
故
に
聖
人
才
智
の

た
と

い
は

特
に
能
く
功
を
立
て
事
を
立
て
世
に
益
あ
る
を
貴
ぶ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
徐
幹
は
、
唯
才
主
義
を
掲
げ
た
曹
操
の
建
安
十
五
年
令
に
も
名

を
挙
げ
る
管
仲
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
唯
才
主
義
を
批
判
す
る
「
或
ひ
と
」
へ
の

反
論
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
試
み
が
達
成
さ
れ
た
か
否
か
は
し
ば
ら
く
置
き
、
徐

幹
が
曹
操
の
唯
才
主
義
と
い
う
政
策
を
孔
子
の
言
葉
に
よ
り
正
統
化
し
、
管
仲
の

事
例
を
掲
げ
て
、
そ
の
理
論
武
装
を
進
め
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
よ
う
。
徐
幹

が
『
中
論
』
に
お
い
て
、
「
孝
」
や
「
清
」
を
差
し
置
い
て
「
才
」
を
重
視
す
る

の
は
、
曹
操
の
唯
才
主
義
を
正
統
化
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
徐
幹
の
『
中
論
』
に
お
け
る
政
治
論
の
特
徴
は
、
賞
罰
の
重
視
に
あ
る
。

『
中
論
』
賞
罰
に
、

（
二
一
）

政
の
大
綱
に
二
有
り
。
二
と
は
何
ぞ
や
。
賞
罰
の
謂
な
り
。
人
君
賞
罰
の

道
に
明
ら
か
な
れ
ば
、
則
ち
治
難
か
ら
ず
。
…
…
天
の
烝
民
を
生
ず
る
、

其
の
性
は
一
な
り
。
肌
を
刻
み
體
を
虧
く
る
は
、
同
に
惡
む
所
な
り
。
文
を

と
も

に
く

被
て
藻
を
垂
る
る
は
、
同
に
好
む
所
な
り
。
此
の
二
者
は
常
に
存
す
る
に
、

而
し
て
民
其
の
身
を
治
め
ざ
る
は
、
由
有
り
て
然
る
な
り
。
當
に
賞
す
べ

よ
し

き
者
賞
せ
ら
れ
ず
、
當
に
罰
す
べ
き
者
罰
せ
ら
れ
ざ
れ
ば
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
徐
幹
は
政
治
の
要
諦
と
し
て
、
信
賞
必
罰
を
強
く
主
張
す
る
。

注
（

一
三
）
所
掲
串
田
〈

一
九

八
五
〉
論
文
は
、
か
か
る
賞
罰
の
重
視
を
性
三
品
説
と
の
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関
わ
り
の
な
か
で
、
中
才
の
衆
民
を
道
徳
的
教
化
の
対
象
と
は
み
な
さ
ず
、
賞
と

罰
と
を
巧
み
に
施
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
導
管
理
す
べ
き
存
在
と
み
て
い
る
、

と
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
注
（

一
六
）
所
掲
池
田
論
文
は
、
「
中
才

の
徒
」
を
衆
民
と
解
す
る
こ
と
は
疑
問
で
、
衆
民
と
は
差
別
化
さ
れ
た
士
を
指
す

と
み
る
べ
き
、
と
串
田
の
理
解
に
異
議
を
唱
え
る
。

こ
れ
を
徐
幹
が
『
中
論
』
を
著
し
た
建
安
十
六
年
以
降
二
十
三
年
ま
で
の
時
期

の
政
治
状
況
に
即
し
て
考
え
る
と
、
徐
幹
が
「
肌
を
刻
み
體
を
虧
く
」
と
い
う
肉

刑
を
前
提
と
し
て
信
賞
必
罰
を
説
い
て
い
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
建
安
十
八
（
二

一
三
）
年
、
曹
操
が
、
御
史
中
丞
の
陳
羣
に
「
復
た
肉
刑
を
議
」
す
る
た
め
の
令

を
下
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
三
國
志
』
卷
二
十
二
陳
羣
傳
に
、

（
二
二
）

令
し
て
曰
く
、
「
安
ん
ぞ
理
に
通
ず
る
君
子
、
古
今
に
達
す
る
者
を
得
て
、

斯
の
事
を
平
く
せ
し
め
ん
や
。
昔
陳
鴻

臚
以
爲
へ
ら
く
、
死
刑
に
仁
恩

た
だ
し

を
加
ふ
る
可
き
者
有
り
と
は
、
正
に
此
れ
を
謂
ふ
な
り
。
御
史
中
丞
能
く

其
の
父
の
論
を
申
べ
ん
か
」
と
。

と
あ
る
。
陳
羣
に
父
陳
紀
（
陳
鴻

臚
）
の
肉
刑
復
活
の
主
張
を
議
論
さ
せ
、
中
間

刑
の
復
活
に
よ
る
法
体
系
の
整
備
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
法
刑
の
重
視

は
、
曹
操
の
政
治
理
念
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
儒
教
の
範
囲
内
で
法

刑
を
尊
重
す
る
「
猛
」
政
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
徐
幹
の
『
中
論
』
は
、

（
二
三
）

信
賞
必
罰
の
「
猛
」
政
を
展
開
す
る
中
で
肉
刑
を
復
活
す
る
、
と
い
う
曹
操
の
支

配
政
策
を
も
正
統
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
徐
幹
の
『
中
論
』
の
特
徴
的
な
主
張
に
、
私
的
な
名
声
へ
の
批
判
が

あ
る
。
『
中
論
』
譴
交
に
、

（
二
四
）

世
の
衰
ふ
る
や
、
上
に
明
天
子
無
く
、
下
に
賢
諸
侯
無
く
、
君
は
是
非
を
識

ら
ず
、
臣
は
黑
白
を
辨
ぜ
ず
。
士
を
取
る
に
郷
黨
に
由
ら
ず
、
行
を
考
ふ
る

に
閥
閲
に
本
づ
か
ず
、
助
け
多
き
者
を
ば
賢
才
と
爲
し
、
助
け
寡
き
者
を
ば

不
肖
と
爲
す
。
…
…
乃
ち
其
の
父
兄
を
離
れ
、
其
の
邑
里
を
去
り
、
道
藝
を

修
め
ず
、
德
行
を
治
め
ず
、
偶
時
の
説
を
講
じ
、
比

周
の
黨
を
結
び
、
汲
汲

皇
皇
と
し
て
、
日
の
以
て
處
る
無
く
、
更

掩
相
歎
揚
し
、
迭
ひ
に
表
裏
を

た
が

爲
す
。
…
…
桓
靈
の
世
、
其
の
甚
し
き
者
な
り
。
公
卿
・
大
夫
・
州
牧
・
郡

守
よ
り
、
王
事
を
ば
恤
み
ず
、
賓
客
を
ば
務
め
と
爲
し
、
冠
蓋
門
を
填
め
、

儒
服
道
を
塞
ぐ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
徐
幹
は
桓
帝
・
靈
帝
期
に
お
け
る
黨
錮
の
禁
を
人
々
が
名
声
だ

け
を
追
い
求
め
た
時
期
と
捉
え
、
公
卿
以
下
の
官
僚
ま
で
も
が
そ
の
風
潮
に
従
っ

た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
中
嶋
隆
蔵
は
、
欺
偽
篇
に
記
さ
れ
た
、
名
を
求
め
る

徒
輩
の
行
為
を
批
判
す
る
主
張
は
、
徐
幹
が
徳
行
の
実
践
に
つ
い
て
真
偽
、
人
々

に
対
し
て
そ
の
徳
行
が
名
実
兼
備
で
あ
る
こ
と
を
熱
望
し
た
た
め
で
あ
る
、
と
主

張
す
る
。

（
二
五
）

こ
れ
を
政
治
状
況
と
併
せ
考
え
る
と
、
「
比

周
」
と
い
う
字
句
を
共
に
す
る
曹

操
の
令
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
『
三
國
志
』
卷
一
武
帝
紀
に
、

（
二
六
）

（
建
安
十
年
）
九
月
、
令
し
て
曰
く
、
「
阿
黨
比

周
は
、
先
聖
の
疾
む
所
な

り
。
冀
州
の
俗
を
聞
く
に
、
父
子
部
を
異
に
し
、
更

掩
相
毀
誉
す
。
昔

直
不
疑
兄
無
く
も
、
世
人
之
を
盗
嫂
と
謂
ひ
、
第
五
伯
魚
三
た
び
孤
女

を
娶
る
も
、
之
を
婦
の
翁
を
撾
つ
と
謂
ふ
。
王
鳳
擅
権
す
る
も
、
谷
永
之

を
申
伯
に
比
し
、
王
商
忠
議
な
る
も
、
張
匡
之
を
左
道
と
謂
ふ
。
此
れ
皆

白
を
以
て
黑
と
爲
し
、
天
を
欺
き
君
を
罔
す
る
者
な
り
。
吾
風
俗
を
整
齊

せ
ん
と
欲
す
。
四
者
除
か
ざ
る
は
、
吾
以
て
羞
と
爲
さ
ん
」
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
操
は
冀
州
の
「
阿
黨
比

周
」
の
風
習
を
撲
滅
す
る
こ
と
を
す

で
に
宣
言
し
て
い
た
。
徐
幹
は
、
君
主
権
と
は
別
に
「
名
士
」
層
が
形
成
し
て
い

く
自
律
的
秩
序
と
し
て
の
私
的
名
声
を
批
判
す
る
曹
操
の
建
安
十
年
の
令
を
受
け

（
二
七
）

て
、
名
声
を
追
い
求
め
る
行
為
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
徐
幹
の
『
中
論
』
に
お
け
る
特
徴
的
な
主
張
は
、
曹
操
の
政

策
を
理
論
化
・
抽
象
化
し
た
も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
。
曹
丕
は
、
そ
の
主
張
が
父
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曹
操
の
政
策
を
正
統
化
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
徐
幹
の
『
中
論
』
を

周
の
文

王
の
易
や

周
公
旦
の
禮
と
並
び
得
る
不
朽
の
価
値
を
持
つ
「
一
家
の
言
」
と
位
置

づ
け
た
の
で
あ
る
。

三
、
『
典
論
』
の
全
体
像

曹
丕
の
『
典
論
』
は
、
論
文
篇
が
『
文
選
』
に
収
録
さ
れ
る
た
め
、
論
文
篇
の

み
か
ら
『
典
論
』
全
体
が
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、『
六
臣
註
文
選
』

卷
五
十
二
典
論
注
に
、

（
二
八
）

向
曰
く
、
「
文
帝
の
典
論
は
、
二
十
篇
。
古
者
の
經
典
・
文
事
を
兼
論
す
。

此
の
篇
文
章
の
體
を
論
ず
る
こ
と
有
り
」
と
。

と
、
唐
の
呂
向
が
注
を
附
す
よ
う
に
、
本
来
『
典
論
』
は
、
二
十
篇
よ
り
成
る
「
經

典
・
文
事
を
兼
論
」
す
る
著
作
で
あ
っ
た
。
厳
可
均
（
校
輯
）『
全
三
國
文
』
は
、

『
群
書
治
要
』
『
意
林
』
な
ど
に
残
っ
た
佚
文
を
蒐
輯
し
、
十
三
の
篇
名
を
復
原

し
得
た
と
す
る
。
本
報
告
で
は
、
文
学
篇
以
外
の
佚
文
を
も
検
討
す
る
こ
と
に
よ

（
二
九
）

り
、
『
典
論
』
の
全
体
像
を
解
明
し
て
い
く
。

『
三
國
志
』
卷
二
文
帝
紀
の
裴
松
之
注
に
引
用
さ
れ
る
「
自
敍
」
で
は
、
曹

丕
が
幼
い
こ
ろ
か
ら
文
武
両
道
に
秀
で
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
武
で
は
、
左

右
騎
射
を
荀
彧
に
褒
め
ら
れ
た
こ
と
、
撃
剣
を
得
意
と
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、

文
で
は
、
曹
操
が
詩
書
文
籍
を
好
み
、
陣
中
で
も
書
を
離
さ
ず
学
問
を
続
け
た
こ

と
に
倣
っ
て
、
自
ら
は
五
經
・
四
部
・
史
漢
・
諸
子
を
総
覧
し
、
書
・
論
・
詩
・

賦
六
十
篇
を
著
し
た
、
と
す
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
る
も
の
は
、
文
武
を
総
合
し
た

代
表
的
文
化
人
と
し
て
の
自
画
像
で
あ
る
。
か
か
る
自
負
に
基
づ
い
て
、『
典
論
』

は
そ
れ
ぞ
れ
の
篇
で
曹
丕
の
見
識
が
示
さ
れ
て
い
く
。

篇
名
お
よ
び
多
く
の
字
句
が
残
存
す
る
姦
讒
・
内
誡
・
酒
誨
の
三
篇
に
は
、
共

通
す
る
主
張
が
含
ま
れ
る
。
『
群
書
治
要
』
卷
四
十
六
典
論
に
、

（
三
〇
）

何
進
は
呉
匡
・
張
璋
に
滅
び
、
袁
紹
は
審
配
・
郭
圖
に
亡
び
、
劉
表
は
蔡
瑁

・
張
允
に
昬
ぶ
。
孔
子
曰
く
、
「
佞
人
は
信
ず
る
に
殆
ふ
し
」
と
。
古
事
は

あ
や

已
に
載
籍
に
列
せ
ら
る
れ
ば
、
聊
か
復
た
此
の
數
子
を
論
じ
て
、
以
て
後
の

監
誡
と
爲
さ
ん
。
姦
讒
を
作
る
。

と
残
る
、
奸
讒
篇
の
序
で
は
、
何
進
と
袁
紹
と
劉
表
が
、
呉
匡
・
張
璋
と
審
配
・

郭
圖
と
蔡
瑁
・
張
允
と
い
う
姦
讒
の
臣
下
に
よ
り
滅
亡
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ

る
。
曹
丕
は
、
続
く
叙
述
の
中
で
、
三
者
の
滅
亡
理
由
を
、
こ
れ
ら
の
臣
下
が
兄

弟
の
仲
を
裂
い
た
こ
と
に
求
め
る
。
す
な
わ
ち
、
何
進
の
弟
で
あ
る
何
苗
に
憎
ま

れ
て
い
た
呉
匡
・
張
璋
は
、
何
苗
を
何
進
に
讒
言
し
て
兄
弟
の
仲
を
裂
き
、
何
進

が
宦
官
を
殺
害
し
よ
う
と
し
て
起
き
た
混
乱
の
中
で
、
何
苗
を
殺
害
し
た
。
ま
た
、

袁
紹
の
臣
下
審
配
は
、
袁
紹
の
遺
命
を
矯
っ
て
、
弟
の
袁
尚
を
後
嗣
と
し
た
。
郭

圖
は
審
配
と
対
立
し
て
い
た
た
め
、
長
子
の
袁
譚
を
推
し
、
相
互
に
戦
い
あ
っ
て

滅
亡
し
た
。
袁
氏
も
ま
た
、
臣
下
が
惹
き
起
こ
し
た
兄
弟
の
対
立
に
よ
り
滅
ん
だ
、

と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
『
群
書
治
要
』
卷
四
十
六
典
論
に
、

（
三
一
）

（
袁
紹
）
此
の
時
に
當
た
り
、
天
下
に
敵
無
く
、
覇
王
に
視
え
る
こ
と
、
手

を
覆
す
よ
り
易
し
。
而
る
に
愚
妻
を
抑
遏
し
、
嫡
庶
を
顯
別
す
る
能
は
ず
。

私
愛
を
婉
戀
し
、
子
を
寵
す
る
に
貌
を
以
て
す
。
其
の
後
敗
績
し
て
師
を

喪
ひ
、
身
は
疾
を
以
て
死
す
。
邪
臣
姦
を
飾
し
、
二
子
相
屠
ふ
る
。
墳

あ
ら
は

土
未
だ
乾
か
ず
し
て
、
宗
廟
は
墟
と
爲
る
。
其
の
誤
れ
る
こ
と
至
れ
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
丕
は
袁
紹
の
妻
が
嫡
庶
の
別
を
守
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
批
判

し
て
い
る
。
臣
下
だ
け
で
は
な
く
、
君
主
の
妻
妾
が
兄
弟
の
対
立
を
助
長
さ
せ
る
。

そ
の
典
型
が
劉
表
政
権
で
あ
っ
た
。
劉
表
の
臣
下
で
あ
る
蔡
瑁
・
張
允
は
、
表
が

当
初
愛
し
て
い
た
嫡
長
子
の
劉
琦
を
貶
め
、
蔡
氏
を
妻
と
す
る
劉
琮
を
推
し
て
劉

表
の
後
継
者
と
し
、
そ
の
結
果
、
滅
亡
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
曹
丕
が
掲
げ
る
兄
弟
の
仲
違
い
に
よ
る
滅
亡
事
例
は
、
い
ず
れ
も
弟
と
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姦
讒
の
臣
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
曹
丕
は
、
姦
讒
篇
の
記
述
を
通
じ
て
、
自
ら

が
弟
の
曹
植
と
仲
違
い
し
た
の
は
、
楊
脩
や
丁
儀
・
丁

廙
と
い
う
姦
讒
な
臣
下
な

た
め
で
あ
る
。
姦
讒
な
臣
下
に
煽
ら
れ
た
弟
の
曹
植
で
は
な
く
、
嫡
長
子
の
自
ら

が
後
継
者
と
な
っ
た
こ
と
は
正
し
い
、
と
嫡
長
子
相
続
の
正
統
性
を
主
張
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

政
権
の
滅
亡
を
招
く
兄
弟
の
離
間
は
、
讒
臣
だ
け
で
は
な
く
、
君
主
の
妻
妾
も

原
因
と
な
る
こ
と
を
論
じ
た
姦
讒
篇
を
踏
ま
え
、
内
誡
篇
で
は
、
妻
妾
の
政
治
関

与
そ
の
も
の
を
否
定
す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
『
群
書
治
要
』
卷
四
十
六

典
論
に
、

（
三
二
）

三
代
の
亡
は
、
婦
人
に
由
る
。
故
に
詩
は
艷
女
を
刺
り
、
書
は
哲
婦
を
誡
む
。

そ
し

斯
れ
已
に
著
は
さ
れ
て
篇
籍
に
在
り
。
近
事
の
此
の
若
き
者
衆
し
。
或
い
は

布
衣
・
細
人
に
在
り
て
は
、
其
の
失
は
以
て
政
を
敗
り
俗
を
亂
す
に
は
足
ら

ず
。
二
袁
に
至
ら
ば
、
過
ま
り
て
聲
名
を
竊
み
、
一
世
の
豪
士
た
り
。
而
る

に
術
は
之
を
以
て
失
ひ
、
紹
は
之
を
以
て
滅
ぶ
。
斯
れ
國
を
有
つ
者
、
宜
し

た
も

く
愼
む
べ
き
所
な
り
。
是
を
以
て
之
を
録
し
、
庶
は
く
ば
以
て
誡
を
後
に
爲

さ
ん
。
内
誡
を
作
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
三
代
以
来
、
国
家
の
滅
亡
は
婦
人
を
原
因
と
す
る
こ
と
を
最
近

の
事
例
で
実
証
す
る
た
め
、
内
誡
篇
で
は
、
「
二
袁
」
す
な
わ
ち
袁
術
と
袁
紹
の

事
例
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
続
く
叙
述
の
中
で
、
袁
術
の
寵
姫
が
嫉
妬
で
殺
さ
れ
、
袁

紹
の
妻
が
嫉
妬
で
寵
妾
五
人
を
殺
し
尽
く
し
、
小
子
の
袁
尚
を
愛
し
て
、
袁
氏
を

滅
ぼ
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

袁
紹
の
滅
亡
に
つ
い
て
は
、
酒
誨
篇
に
も
触
れ
ら
れ
る
。
袁
紹
の
子
弟
が
使
者

の
劉
松
と
夜
を
徹
し
て
酒
を
酌
み
交
わ
し
た
こ
と
が
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
加
え
て
、
酒
誨
篇
は
、
劉
表
の
子
弟
を
取
り
上
げ
る
。『
意
林
』
卷
五
典
論
に
、

（
三
三
）

荊
州
牧
の
劉
表
、
南
土
を
跨
有
す
。
子
弟
は
驕
貴
に
し
て
、
酒
器
を
以
て
三

爵
と
名
づ
く
。
上
な
る
者
は
伯
雅
と
曰
ひ
、
七
勝
を
受
く
。
中
雅
は
六
勝
を

受
け
、
季
雅
は
五
勝
を
受
く
。
又
大
鍼
を
杖
端
に
設
け
、
醉
ふ
者
有
ら
ば

輒
ち
以
て
之
を
劖
刺
し
、
其
の
醉
醒
を
驗
ぶ
。

し
ら

と
あ
り
、
劉
表
の
子
弟
が
酒
に
溺
れ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

姦
讒
・
内
誡
・
酒
誨
の
諸
篇
は
、
何
進
・
袁
紹
・
劉
表
を
批
判
す
る
と
い
う
共

通
の
話
題
を
持
つ
。
そ
こ
で
は
、
何
進
が
弟
何
苗
と
の
対
立
に
よ
り
、
袁
紹
・
劉

表
が
嫡
長
子
相
続
を
廃
す
る
こ
と
で
滅
亡
し
た
、
と
い
う
事
実
の
検
証
を
踏
ま
え

て
、
嫡
長
子
相
続
の
正
し
さ
が
主
張
さ
れ
る
。
『
三
國
志
』
卷
十
賈
詡
傳
に
、

（
三
四
）

是
の
時
、
文
帝
五
官
將
爲
る
も
、
而
る
に
臨
菑
侯
の
植
も
才
名
方
に
盛
ん

な
り
。
各

掩
黨
與
有
り
て
、
宗
を
奪
ふ
の
議
有
り
。
…
…
太
祖
又
嘗
て
左

右
を
屏
除
し
て
詡
に
問
ふ
。
詡
嘿
然
と
し
て
對
へ
ず
。
太
祖
曰
く
、
「
卿

と
言
ふ
に
答
へ
ざ
る
は
、
何
ぞ
や
」
と
。
詡
曰
く
、
「
屬
適
思
ふ
所
有
り
、

た
ま
た
ま

故
に
即
ち
に
對
へ
ざ
る
の
み
」
と
。
太
祖
曰
く
、
「
何
を
か
思
は
ん
」
と
。

詡
曰
く
、
「
袁
本
初
・
劉
景
升
の
父
子
を
思
ふ
な
り
」
と
。
太
祖
大
い
に

笑
ひ
、
是
に
於
て
太
子
遂
に
定
ま
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
丕
・
曹
植
の
継
嗣
問
題
に
つ
い
て
、
賈
詡
が
袁
紹
・
劉
表
の

事
例
を
挙
げ
て
答
え
て
い
る
よ
う
に
、
袁
紹
・
劉
表
の
事
例
は
、
曹
丕
の
継
嗣
就

任
を
正
統
化
す
る
事
例
と
し
て
、
曹
氏
集
団
に
共
有
さ
れ
て
い
た
。
『
典
論
』
執

筆
の
第
一
の
目
的
は
、
曹
植
と
の
競
争
に
打
ち
勝
ち
、
嫡
長
子
で
あ
る
曹
丕
が
即

位
し
た
こ
と
の
正
統
性
の
表
明
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
三
五
）

『
典
論
』
の
執
筆
目
的
に
つ
い
て
、
注
（

二
九
）
所
掲
王
論
文
は
、
立
嗣
の
利
害

を
述
べ
て
曹
植
を
諷
刺
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
の
み
主
張
し
て
い
る
が
、
執
筆
目

的
は
そ
れ
に
止
ま
る
ま
い
。
内
誡
篇
で
述
べ
ら
れ
た
妻
妾
の
政
治
干
渉
の
不
可
は
、

詔
と
し
て
も
発
布
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
三
國
志
』
卷
二
文
帝
紀
黄
初

三
年
九
月
甲
午
の
条
に
、

（
三
六
）

詔
に
曰
く
、
「
夫
れ
婦
人
の
政
に
與
る
や
、
亂
の
本
な
り
。
今
よ
り
以
後
、

羣
臣
は
事
を
太
后
に
奏
す
る
を
得
ず
、
后
族
の
家
は
輔
政
の
任
に
當
た
る
を
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得
ず
、
又
橫
に
茅
土
の
爵
を
受
く
る
を
得
ず
。
此
の
詔
を
以
て
後
世
に
傳

へ
、
若
し
背
違
有
ら
ば
、
天
下
共
に
之
を
誅
せ
」
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
婦
人
の
政
治
関
与
だ
け
で
は
な
く
、
外
戚
が
輔
政
の
任
に
就
く

こ
と
、
お
よ
び
恣
に
封
爵
を
受
け
る
こ
と
を
詔
で
禁
止
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

酒
誨
篇
で
批
判
す
る
飲
酒
に
つ
い
て
は
、
父
の
曹
操
が
禁
酒
令
を
発
布
し
て
い
る

（
『
後
漢
書
』
列
傳
六
十
孔
融
傳
）
。
『
典
論
』
の
主
張
は
、
現
実
の
政
策
と
深

く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
『
意
林
』
卷
五
典
論
に
残
る
篇
名
が
失
わ
れ
た
佚
文
に
は
、

（
三
七
）

法
な
る
者
は
、
主
の
柄
な
り
。
吏
な
る
者
は
、
民
の
命
な
り
。
法
は
簡
に
し

て
明
な
る
を
欲
し
、
吏
は
公
に
し
て
平
な
る
を
欲
す
。

と
あ
り
、
曹
丕
は
法
を
簡
明
に
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
主
張
に

基
づ
く
よ
う
に
、
『
三
國
志
』
卷
二
文
帝
紀
注
引
『
魏
書
』
に
載
せ
る
黄
初
五

（
二
二
四
）
年
の
詔
で
は
、

（
三
八
）

今
事
多
く
し
て
民
少
な
く
、
上
下
相
弊
ふ
に
文
法
を
以
て
し
、
百
姓

其
の
手
足
を
措
く
所
無
し
。
昔
泰

山
の
哭
者
、
以
爲
へ
ら
く
、
苛
政
は
猛

虎
よ
り
も
甚
し
と
。
吾
儒
者
の
風
を
佩
び
、
聖
人
の
遺
教
に
服
す
。
豈
に

以
て
目
其
の
辭
を
翫
び
、
行
其
の
誡
に
違
ふ
可
き
者
や
。
廣
く
刑
を
輕
く

す
る
を
議
し
て
、
以
て
百
姓
を
惠
め
。

あ
は
れ

と
述
べ
、
曹
丕
は
、
曹
操
の
法
刑
を
重
ん
じ
る
「
猛
」
政
か
ら
、
「
刑
を
軽
」
く

し
「
百
姓
を
惠
」
む
政
策
へ
と
支
配
方
針
を
転
換
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
典
論
』

で
述
べ
ら
れ
て
い
た
法
を
簡
明
に
す
べ
し
、
と
い
う
主
張
を
国
家
の
支
配
政
策
と

し
て
具
体
化
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
『
三
國
志
』
卷
二
十
九
華
佗
傳
注
引
『
典
論
』
に
、

（
三
九
）

潁
川
の
郤
儉
辟
穀
を
能
く
し
、
伏
苓
を
餌
す
。
…
…
初
め
儉
の
至
る
や
、

伏
苓
を
市
ふ
に
、
價
暴
か
に
數
倍
す
。
議
郎
の
安
平
の
李
覃
、
其
の
辟
穀

か

を
學
び
、
伏
苓
を
餐
し
、
寒
水
を
飲
む
。
泄
利
に
中
た
り
、
殆
ん
ど
命
を
隕

す
に
至
ら
ん
と
す
。
…
…
劉
向
は
鴻
寳
の
説
に
惑
ひ
、
君
游
は
子
政
の
言
に

眩
ふ
。
古
今
の
愚
謬
、
豈
に
惟
だ
一
人
な
る
や
。

と
あ
る
。
曹
丕
は
、
引
用
部
分
に
掲
げ
た
郤
儉
の
ほ
か
、
甘
始
・
左
慈
の
事
例
を

挙
げ
、
方
術
の
士
は
信
用
で
き
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
。
弟
の
曹
植
の
『
辦
道

論
』
は
、
さ
ら
に
明
確
に
、
「
家
王
と
太
子
よ
り
余
の
兄
弟
に
及
ぶ
ま
で
咸
以

て
調

笑
と
爲
し
、
之
を
信
ぜ
ず
」
と
述
べ
る
。
曹
操
を
は
じ
め
、
曹
丕
・
曹
植
は
、

（
四
〇
）

郤
儉
や
左
慈
と
い
っ
た
方
術
の
士
を
信
用
し
な
か
っ
た
。
曹
丕
は
そ
れ
を
『
典
論
』

で
述
べ
る
だ
け
で
な
く
、
即
位
の
後
、
政
策
化
し
て
い
る
。
『
三
國
志
』
卷
二

文
帝
紀
黄
初
五
年
十
二
月
の
条
に
、

（
四
一
）

詔
し
て
曰
く
、
「
先
王
禮
を
制
す
る
は
、
孝
を
昭
ら
か
に
し
祖
に
事
ふ
る

所
以
な
り
。
…
…
叔
世
衰
亂
し
、
巫
史
を
崇
信
し
て
、
乃
ち
宮
殿
の
内
、

戸
牖
の
間
、
沃
酹
せ
ざ
る
は
無
き
に
至
る
。
甚
だ
し
き
か
な
其
の
惑
へ
る
や
。

自
今
、
其
れ
敢
へ
て
非
祀
の
祭
、
巫
祝
の
言
を
設
く
る
は
、
皆
左
道
を
執

る
を
以
て
論
ず
。
令
典
に
著
は
せ
」
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
丕
は
、
「
巫
史
」
ら
方
術
の
士
と
関
連
す
る
祭
祀
を
行
う
こ

と
、
お
よ
び
巫
祝
の
言
に
従
う
こ
と
を
「
左
道
」
と
し
て
禁
止
し
て
い
る
。

曹
丕
は
、
『
典
論
』
の
大
部
分
を
立
太
子
さ
れ
た
建
安
二
十
二
（
二
一
七
）
年

の
冬
に
著
し
、
二
十
四
（
二
一
九
）
年
ご
ろ
ま
で
書
き
加
え
て
い
る
。
太
子
の
時

（
四
二
）

に
著
し
た
『
典
論
』
を
典
範
と
し
、
即
位
の
後
、
そ
れ
に
基
づ
く
政
策
を
「
令
」

や
「
詔
」
と
し
て
実
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
二
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
曹
丕

が
「
一
家
の
言
」
と
し
て
高
く
評
価
す
る
徐
幹
の
『
中
論
』
は
、
曹
操
の
諸
政
策

を
理
論
化
し
、
抽
象
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
典
論
』
執
筆
の
第
二
の
目
的
は
、

政
策
の
典
範
・
淵
源
を
「
一
家
の
言
」
と
し
て
集
大
成
し
て
お
く
こ
と
に
あ
っ
た
。

『
典
論
』
に
詔
や
令
と
共
通
す
る
内
容
を
持
つ
篇
が
多
い
理
由
は
、
曹
丕
が
『
典

論
』
を
論
拠
と
し
て
政
策
を
展
開
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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四
、
文
化
的
諸
価
値
の
収
斂

『
典
論
』
執
筆
の
第
三
の
目
的
は
、
諸
文
化
の
収
斂
に
あ
る
。
『
典
論
』
論
文

篇
が
、
「
呉
質
に
與
へ
る
書
」
と
と
も
に
、
文
学
評
論
の
先
駆
で
あ
る
こ
と
は
、

注
（
二
）
（
三
）
所
掲
の
先
行
研
究
に
よ
り
、
す
で
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
父
曹

操
の
「
文
学
」
の
宣
揚
を
受
け
て
、
自
ら
も
愛
好
し
た
「
文
学
」
と
い
う
新
た
な

（
四
三
）

文
化
に
対
す
る
価
値
基
準
を
、
曹
丕
は
『
典
論
』
論
文
篇
に
示
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
『
典
論
』
は
、
従
来
の
研
究
が
注
目
し
て
い
た
「
文
学
」
の
み
を
論
ず
べ

き
文
化
の
す
べ
て
と
は
考
え
て
い
な
い
。
三
で
掲
げ
た
方
術
の
士
へ
の
批
判
は
、

曹
丕
を
「
真
人
」
と
称
え
る
五
斗
米
道
を
は
じ
め
と
す
る
儒
教
以
外
の
諸
宗
教
へ

（
四
四
）

の
皇
帝
と
し
て
の
立
場
を
示
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
『
典
論
』
に
は
「
史
論
」
も
含
ま
れ
る
。

周
の
成
王
と
漢
の
昭

帝
を
論
ず
る
「

周
成
漢
昭
論
」
で
は
、
成
王
よ
り
も
昭
帝
が
優
れ
る
と
い
う
特
徴

あ
る
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
。
そ
の
前
提
に
あ
る
も
の
は
、
曹
植
の
史
論
で
あ
ろ

う
。
『
太
平
御
覽
』
卷
四
百
四
十
七
人
事
部
品
藻
下
に
、

（
四
五
）

曹
植
の
成
王
論
に
曰
く
、
「

周
公
以
へ
ら
く
、
天
下
初
め
て
定
ま
り
、
武

王
既
に
終
か
り
て
、
成
王
尚
ほ
幼
く
、
未
だ
南
面
の
事
を
定
む
る
能
は
ず

み
ま

と
。
是
を
以
て
推
く
に
忠
誠
を
以
て
し
、
稱
制
し
假
號
す
。

①
二
弟
流
言

つ

し
、
召
公
之
を
疑
ふ
。
金
縢
の
匱
を
發
し
、
然
る
後
に
用
て
寤
る
も
、
亦

た
未
だ
決
せ
ざ
る
な
り
。
…
…
（
霍
）
光
を
し
て

周
公
の
若
く
、
天
子
の
位

を
踐
み
、

周
公
の
事
を
行
は
し
め
ば
、
吾
恐
に
、
叛
す
る
者
は
徒
だ
二
弟

は
か
る

の
み
に
非
ず
、
疑
ふ
者
は
徒
だ
召
公
の
み
に
非
ざ
る
な
り
。
…
…
昭
帝
固

よ
り
霍
光
を
疑
は
ざ
る
可
く
、

②
周
王
は
自
づ
か
ら

周
公
を
疑
ふ
な
り
。
若

し
昭
帝
を
以
て
成
王
に
勝
る
と
せ
ば
、
霍
光
當
に

周
公
を
踰
ゆ
と
す
べ
き

や
」
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
植
は

周
公
旦
を
疑
っ
た

周
の
成
王
と
霍
光
を
信
じ
た
前
漢
の

昭
帝
と
を
比
較
し
て
、

周
公
旦
を
疑
っ
た
成
王
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
論
ず
る
。

そ
れ
は
、

周
公
旦
が
「
稱
制
し
假
號
」
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
①
二
人
の
同
母
弟

の
管
叔
・
蔡
叔
が
「
流
言
」
し
て
叛
亂
を
起
こ
し
、
庶
弟
の
召
公
も
ま
た
こ
れ
を

疑
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
②
「

周
王
（
成
王
）
」
が

周
公
旦
を
疑
う
の
は
自
然
で

あ
り
、
そ
れ
で
も
「
金
縢
」
の
書
を
開
け
て

周
公
旦
の
忠
義
を
悟
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
成
王
の
方
が
優
れ
て
い
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
同
母
弟
に
「
流
言
」
さ

れ
た

周
公
旦
に
落
ち
度
が
あ
り
、
そ
れ
を
疑
っ
た
成
王
に
罪
は
な
い
、
と
い
う
論

に
は
、
曹
丕
の
同
母
弟
と
い
う
曹
植
の
現
実
の
立
場
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
曹
丕
は
、
『
藝
文
類
聚
』
卷
十
二
帝
王
部

漢
昭
帝
に
、

（
四
六
）

魏
の
文
帝
の

周
成
漢
昭
論
に
曰
く
、
「
或
ひ
と

周
の
成
王
を
漢
の
昭
帝
に
方 く
ら

べ
、
僉
成
を
高
く
し
て
昭
を
下
く
す
。
余
以
爲
へ
ら
く
、

周
の
成
王
は
、

ひ
く

上
聖
の
休
氣
を
體
し
、
賢
妣
の
胎
誨
を
禀
く
。

周
・
召
を
保
傅
と
爲
し
、
呂

尚
を
太
師
と
爲
す
。
…
…

周
公
の
聖
德
を
亮
ら
か
に
せ
ず
し
て
、
而
る
に
金

あ
き

縢
の
教
言
を
信
ず
る
は
、
豈
に
暗
か
ら
ず
や
。
夫
れ
孝
昭
は
、
父
は
武
王
に

非
ず
、
母
は
邑
姜
に
非
ず
、
養
ふ
は
惟
れ
蓋
主
、
相
く
る
は
則
ち
桀
・
光
な

り
。
…
…
年
二
七
に
在
り
て
、
早
に
智
あ
り
夙
に
達
し
、
燕
書
の
詐
を
發 あ
ば

き
、
霍
光
の
誠
を
亮
ら
か
に
す
る
は
、
豈
に
將
た
金
縢
を
啓
き
、
國
史
を
信

は

じ
、
而
る
後
に
乃
ち
寤
る
こ
と
有
ら
ん
や
」
と
。

と
述
べ
て
、
昭
帝
を
優
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
論
拠
は
、
父
・
母
、
保
傅
・
太

師
と
い
う
君
主
を
取
り
巻
く
環
境
が
、
は
る
か
に
成
王
の
方
が
勝
っ
て
い
た
に
も

拘
ら
ず
、
そ
う
し
た
環
境
の
劣
悪
な
昭
帝
が
霍
光
を
信
じ
続
け
た
こ
と
に
求
め
ら

れ
る
。
こ
こ
で
は
、
弟
の
問
題
は
考
慮
さ
れ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
曹
植
を
後
継
者
に
擁
立
し
よ
う
と
画
策
し
、
曹
丕
の
即
位
後
、

誅
殺
さ
れ
る
丁
儀
は
、
『
藝
文
類
聚
』
卷
十
二
帝
王
部
漢
昭
帝
に
、

（
四
七
）

魏
の
丁
儀
の

周
成
漢
昭
論
に
曰
く
、
「
…
…
且
つ
叔
父
兄
子
は
、
相
嫌
ふ
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の
處
に
非
ず
、
異
姓
君
臣
は
、
相
信
ず
る
の
地
に
非
ず
。
…
…
漢
昭
の

周

成
に
優
る
る
こ
と
甚
だ
明
ら
か
な
る
者
な
り
」
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
同
じ
く
「

周
成
漢
昭
論
」
を
著
し
、
曹
丕
と
同
じ
く
昭
帝
が
優

れ
て
い
る
と
結
論
づ
け
な
が
ら
も
、
そ
の
理
由
を

周
の
成
王
が
父
の
弟
の

周
公
旦

を
疑
っ
た
こ
と
に
求
め
る
。
曹
植
の
「
成
王
論
」
と
同
様
、
あ
く
ま
で
も
弟
の
目

線
か
ら
、
二
者
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
曹
丕
の
『
典
論
』
は
、
こ
う

し
た
史
論
に
対
し
て
、
自
己
の
正
統
性
と
史
観
を
示
す
役
割
も
果
た
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
典
論
』
は
、
文
学
や
方
術
に
対
す
る
曹
丕
の
価
値
基
準
を
著
す

ば
か
り
で
は
な
く
、
史
学
へ
と
繋
が
る
「
史
論
」
に
も
、
自
ら
の
見
識
を
示
す
こ

と
を
通
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
価
値
を
君
主
の
も
と
に
一
元
化
し
よ
う
と
試

み
て
い
る
。
『
典
論
』
執
筆
の
第
三
の
目
的
は
、
文
化
的
諸
価
値
の
君
主
権
力
へ

の
収
斂
に
あ
る
。

か
か
る
目
的
で
行
わ
れ
た
文
化
事
業
は
、
『
典
論
』
の
執
筆
に
止
ま
ら
な
い
。

曹
丕
は
、
黄
初
元
（
二
二
〇
）
年
に
即
位
す
る
と
、
後
漢
末
に
つ
く
ら
れ
た
熹
平

石
經
を
補
修
し
、
太
學
に
お
け
る
博
士
の
員
数
を
揃
え
、
弟
子
の
試
験
を
実
施
し

て
い
る
（
『
三
國
志
』
卷
十
三
王
朗
傳
附
王
肅
傳
注
引
『
魏
略
』
）
。
漢
魏
禅
譲

を
正
統
化
し
た
儒
教
の
価
値
を
君
主
権
力
に
一
元
化
し
た
の
で
あ
る
。

（
四
八
）

さ
ら
に
曹
丕
は
、
類
書
の
嚆
矢
と
な
る
『
皇
覧
』
の
編
纂
を
命
じ
て
い
る
。『
三

（
四
九
）

國
志
』
卷
二
文
帝
紀
に
、

（
五
〇
）

初
め
、
帝
文
學
を
好
み
て
、
著
述
を
以
て
務
と
爲
し
、
自
ら
勒
成
す
る
所

百
篇
に
垂
と
す
。
又
諸
儒
を
し
て
經
傳
を
撰
集
し
、
類
に
隨
ひ
相
從
は
し

む
る
こ
と
、
凡
そ
千
餘
篇
、
號
し
て
皇
覽
と
曰
ふ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
丕
は
「
千
餘
篇
」
に
及
ぶ
大
部
の
類
書
に
よ
り
、
「
經
傳
」

を
秩
序
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
。
類
書
は
、
そ
の
時
代
の
文
化
的
知
識
の
水
準
を

示
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
世
界
の
全
体
像
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
曹
丕
は
、

（
五
一
）

中
国
最
初
の
類
書
で
あ
る
『
皇
覧
』
の
編
纂
を
通
じ
て
、
世
界
観
の
一
元
化
を
も

目
指
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
、
曹
丕
は
、
『
典
論
』
の
執
筆
の
他
に
も
、
『
皇
覧
』
の
編
纂
な

ど
に
よ
っ
て
、
文
化
的
諸
価
値
の
収
斂
に
努
め
た
。
そ
れ
は
、
三
國
時
代
の
支
配

層
で
あ
る
「
名
士
」
が
、
文
化
を
存
立
基
盤
と
し
て
皇
帝
か
ら
自
律
的
な
場
に
お

い
て
、
名
声
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
独
自
な
秩
序
を
築
い
て
い
た
こ
と
へ
の
対
抗

で
あ
っ
た
。
「
名
士
」
の
自
律
的
秩
序
が
最
も
明
確
に
現
れ
る
も
の
は
、
「
名
士
」

の
前
身
で
あ
る
「
黨
人
」
か
ら
継
承
し
た
人
物
評
価
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
曹

丕
は
、
や
が
て
九
品
中
正
制
度
に
お
け
る
人
事
の
基
準
と
も
な
る
人
物
評
価
を
皇

帝
の
も
と
に
収
斂
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

『
典
論
』
執
筆
の
第
四
の
目
的
は
こ
こ
に
あ
る
。
『
意
林
』
卷
五
典
論
に
、

（
五
二
）

桓
・
靈
の
際
、
閹
寺
は
命
を
上
に
專
に
し
、
布
衣
は
議
を
下
に
横
に
す
。
祿

を
干
む
る
者
は
貨
を
殫
し
て
以
て
貴
を
奉
じ
、
名
を
要
む
る
者
は
身
を
傾
け

て
以
て
勢
に
事
ふ
。

①
位
は
私
門
に
成
る
や
、
名
は
横
巷
に
定
ま
る
や
。
是

れ
由
り
、

②
戸
ご
と
に
議
を
異
に
し
、
人
ご
と
に
論
を
殊
に
す
。
論
に
常
檢

無
く
、
事
に
定
價
無
し
。
愛
惡
を
長
ん
に
し
て
、
朋
黨
を
興
す
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
丕
は
、
黨
錮
の
禁
を
惹
起
し
た
「
黨
人
」
の
自
律
的
な
人
物

評
価
を
批
判
し
て
い
た
。
二
で
掲
げ
た
曹
操
に
よ
る
冀
州
の
「
阿
黨
比

周
」
の
批

判
を
継
承
す
る
政
策
と
考
え
て
よ
い
。
人
事
の
基
準
は
君
主
が
持
つ
べ
き
で
あ
り
、

①
「
位
は
私
門
に
成
」
り
、
「
名
は
横
巷
に
定
ま
る
」
こ
と
は
、
君
主
権
力
を
確

立
す
る
た
め
に
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
事
態
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
漢
魏
交
替
期
に
お
い
て
、
陳
羣
に
よ
り
九
品
中
正
制
度
が
献
策
さ
れ
、

人
物
評
価
に
基
づ
く
郷
品
に
よ
っ
て
官
品
が
定
ま
る
官
僚
登
用
制
度
を
曹
丕
が
採

用
し
た
た
め
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、「
名
士
」
の
自
律
的
秩
序
が
、

（
五
三
）

郷
品
と
官
品
の
対
応
に
よ
り
九
品
中
正
制
度
に
反
映
し
て
い
る
、
と
い
う
側
面
ば

か
り
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
皇
帝
権
力
が
こ
れ
に
い
か
な
る
対
応
を
取

（
五
四
）

曹丕の『典論』と政治規範
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っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
検
討
し
な
け
れ
ば
、
九
品
中
正
制
度
の
理
解
は
深
ま

る
ま
い
。

先
に
掲
げ
た
曹
丕
の
「

周
成
漢
昭
論
」
は
、
『
太
平
御
覽
』
で
は
人
事
部
品

藻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
史
論
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
物
評
価
と
も
見
な
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
『
典
論
』
に
は
、
人
物
評
価
が
残
さ
れ
て

い
る
。
断
片
的
で
あ
る
が
、
『
太
平
御
覽
』
卷
四
百
九
十
六
人
事
部
鬭
争
に
、

（
五
六
）

典
論
に
曰
く
、
「
汝
南
の
許
劭
、
族
兄
の
靖
と
與
に
、
倶
に
地
を
江
東
に
避

け
、
呉
郡
に
保
ん
ず
。
論
を
太
守
の
許
貢
の
座
に
爭
ひ
、
手
足
相
及
ぶ
に

や
す

至
る
」
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
丕
は
、
許
劭
・
許
靖
を
論
じ
て
い
る
。
郭
泰
と
共
に
「
許
・

郭
」
と
併
称
さ
れ
た
人
物
批
評
の
大
家
を
論
ず
る
こ
と
は
、
「
黨
人
」
を
起
源
と

す
る
「
名
士
」
の
人
物
評
価
に
曹
丕
が
介
入
を
試
み
て
い
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。

さ
ら
に
ま
と
ま
っ
た
叙
述
も
あ
る
。
『
文
選
』
卷
五
十
二
魏
文
帝
典
論
論

文
に
、

（
五
五
）

王
粲
は
辭
賦
に
長
ず
。
徐
幹
は
時
に
齊
の
氣
有
れ
ど
、
然
れ
ど
も
粲
の
匹
な

り
。
粲
の
初
征
・
登
樓
・
槐
の
賦
・
征
思
、
幹
の
玄
猿
・
漏
巵
、
圓
扇
橘
の

賦
の
如
き
は
、
張
（
衡
）
・
蔡
（
邕
）
と
雖
も
過
ぎ
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も

他
の
文
に
於
て
は
、
未
だ
是
に
稱
ふ
能
は
ず
。
（
陳
）
琳
・
（
阮
）
瑀
の
章

表
書
記
は
、
今
の
雋
な
り
。
應
瑒
は
和
や
か
な
る
も
壯
な
ら
ず
。
劉
楨
は
壯

な
れ
ど
も
密
な
ら
ず
。
孔
融
は
體
氣
高
妙
に
し
て
、
人
に
過
ぎ
た
る
者
有
り
。

然
れ
ど
も
論
を
持
す
る
能
は
ず
、
理
は
詞
に
勝
た
ず
。
以
て
雜
ふ
る
に
嘲
戯

を
以
て
す
る
に
至
る
。
其
の
善
し
と
す
る
所
に
及
び
て
は
、
楊
（
雄
）
・
班

（
固
）
の
儔
な
り
。

と
あ
る
「
建
安
の
七
子
」
へ
の
人
物
評
価
で
あ
る
。
曹
丕
は
こ
こ
で
、
「
文
学
」

と
い
う
曹
操
が
宣
揚
し
た
新
た
な
文
化
を
基
準
と
し
て
人
物
の
評
価
を
行
っ
て
い

る
。
②
「
戸
ご
と
に
議
を
異
に
し
、
人
ご
と
に
論
を
殊
に
す
」
る
こ
と
を
批
判
し

て
い
た
曹
丕
は
、
『
典
論
』
の
中
に
も
人
物
評
価
を
収
録
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
「
文
学
」
を
得
意
と
す
る
弟
の
曹
植
と
の
後
継
者
争
い
の
中
で
、
曹

丕
は
「
文
学
」
の
宣
揚
を
終
焉
す
る
。
曹
丕
の
文
学
仲
間
で
あ
っ
た
呉
質
は
、
結

局
「
士
名
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
（
注
（

一
九
）
所
掲
渡
邉
論
文
）
。
し

た
が
っ
て
、
儒
教
を
基
準
と
し
た
新
た
な
る
人
物
評
価
が
必
要
と
な
ろ
う
。

『
典
論
』
執
筆
よ
り
の
ち
、
九
品
中
正
を
官
僚
登
用
制
度
と
し
て
採
用
す
る
と
、

曹
丕
は
さ
ら
に
積
極
的
に
人
物
評
価
の
収
斂
を
試
み
た
。
そ
の
た
め
の
著
作
が
『
士

品
』
で
あ
る
。
つ
と
に
散
佚
し
た
『
士
品
』
は
、
『
隋
書
』
卷
三
十
三
經
籍
志

二
史
雑
傳
に
は
、
撰
者
未
詳
の
「
海
内
士
品
一
卷
」
と
し
て
著
録
さ
れ
、
同
じ

く
『
隋
書
』
卷
三
十
四
經
籍
志
三
子
名
家
に
は
、
「
士
操
一
卷
。
魏
文
帝
撰
」

と
し
て
著
録
さ
れ
る
。
『
士
操
』
と
い
う
書
名
で
は
、
曹
操
の
諱
を
犯
す
た
め
、

『
士
品
』
と
い
う
書
名
が
正
し
い
。
そ
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
残
っ
て
い
な
い
が
、『
太

（
五
七
）

平
御
覽
』
卷
七
百
十
七
服
用
部
十
九
鏡
に
、

（
五
八
）

海
内
士
品
に
曰
く
、
「
徐
孺
子
嘗
て
江
夏
の
黄
公
に
事
ふ
。
公
死
し

往
き

て
塟
家
に
會
す
。
貧
に
し
て
以
て
自
ら

賫
を
致
す
こ
と
無
し
。
鏡
具
を
磨
き

自
ら
隨
ひ
、
賃
磨
し
て
資
を
取
り
、
然
る
後
に
前
む
を
得
、
既
に
至
り
祭
り

て
退
る
」
と
。

か
へ

と
あ
る
、
現
在
、
唯
一
残
存
す
る
『
士
品
』
の
佚
文
は
、
徐
孺
子
（
徐
稺
）
を
扱

っ
た
も
の
で
あ
る
。
徐
稺
は
、
郭
泰
の
人
物
評
価
に
よ
り
、
そ
の
名
声
が
高
ま
っ

た
者
で
、
「
黨
人
」
の
流
れ
を
汲
む
「
名
士
」
の
人
物
評
価
に
お
い
て
、
き
わ
め

（
五
九
）

て
重
要
な
人
物
で
あ
っ
た
。
曹
丕
は
、
「
位
は
私
門
に
成
」
り
、
「
名
は
横
巷
に

定
ま
る
」
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
九
品
中
正
制
度
の
創
建
、
お
よ
び
そ
こ
で
の

人
事
の
基
準
と
成
り
得
る
人
物
評
価
の
著
作
『
士
品
』
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
名
士
」
の
自
律
的
秩
序
を
皇
帝
権
力
の
価
値
基
準
に
収
斂
す
る
こ
と
を
目

指
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
典
論
』
は
、
文
化
を
存
立
基
盤
と
す
る
「
名
士
」
に
対
抗

曹丕の『典論』と政治規範
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し
て
君
主
権
力
を
確
立
す
る
た
め
、
文
化
的
諸
価
値
を
一
元
化
し
よ
う
と
す
る
曹

丕
の
見
識
を
示
す
典
範
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
曹
丕
は
、
国
内
に
『
典
論
』
を

公
開
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
臣
従
し
て
き
た
孫
權
に
も
、
こ
れ
を
贈
っ
た
。
『
三

國
志
』
卷
二
文
帝
紀
注
に
、

（
六
〇
）

胡
沖
の
呉
暦
に
曰
く
、
「
帝
素
書
を
以
て
著
は
す
所
の
典
論
及
び
詩
賦
を

孫
權
に
餉
り
、
又
紙
を
以
て
一
通
を
寫
し
張
昭
に
與
ふ
」
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
丕
の
『
典
論
』
は
、
孫
權
や
張
昭
に
も
誇
る
べ
き
、
曹
丕
の

「
一
家
の
言
」
の
著
作
な
の
で
あ
る
。

か
つ
て
曹
植
は
、
『
藝
文
類
聚
』
卷
十
三
帝
王
部
に
引
く
武
帝
誄
に
、

（
六
一
）

既
に
庶
政
を
總
べ
、
儒
林
を
兼
覧
す
。
躬
ら
雅
・
頌
を
著
し
、
之
を
瑟
琴
に

被
ら
し
む
。

と
述
べ
て
、
父
曹
操
の
詩
を
『
詩
經
』
の
「
雅
・
頌
」
に
な
ぞ
ら
え
た
。
曹
操
の

支
配
の
正
統
性
が
、
詩
に
表
現
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
曹
丕

の
子
で
あ
る
明
帝
は
、
『
三
國
志
』
卷
三
明
帝
紀
に
、

（
六
二
）

（
太
和
四
年
春
二
月
）
戊
子
、
太
傅
・
三
公
に
詔
し
て
、
文
帝
の
典
論
を
以

て
石
に
刻
み
、
廟
門
の
外
に
立
つ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
丕
の
『
典
論
』
を
石
に
刻
ん
で
廟
門
の
外
、
あ
る
い
は
太
學

（
六
三
）

に
立
て
た
。
太
學
に
は
す
で
に
曹
丕
に
よ
り
補
修
さ
れ
た
熹
平
石
經
が
立
ち
、
次

帝
曹
芳
の
正
始
年
間
（
二
四
〇
～
二
四
九
年
）
に
は
三
體
石
經
が
立
て
ら
れ
る
。

（
六
四
）

曹
丕
の
『
典
論
』
は
、
こ
れ
ら
儒
教
經
典
に
準
え
て
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

卞
蘭
は
、『
藝
文
類
聚
』
卷
十
六
儲
宮
部
に
残
る
「
太
子
を
贊
述
す
る
表
」
に
、

（
六
五
）

竊
か
に
見
る
に
、
作
る
所
の
典
論
及
び
諸

掩
の
賦
頌
、
逸
句
爛
然
と
し
、

沈
思
泉
涌
し
、
華
藻
雲
の
ご
と
く
浮
び
、
之
を
聽
か
ば
味
を
忘
る
。

と
『
典
論
』
や
賦
頌
を
称
え
、
『
藝
文
類
聚
』
卷
十
六
儲
宮
部
に
残
る
「
太
子

を
贊
述
す
る
賦
」
に
、

（
六
六
）

典
憲
の
高
論
を
著
し
、
敍
懽
の
麗
詩
を
作
り
、
文
章
の
常
檢
を
越
へ
、
不
學

の
妙
辭
を
揚
ぐ
。

と
述
べ
、『
典
論
』
を
「
典
憲
の
高
論
」
と
位
置
づ
け
た
。
曹
丕
の
『
典
論
』
は
、

文
化
を
皇
帝
に
収
斂
す
る
た
め
の
典
憲
の
書
な
の
で
あ
っ
た
。
君
主
権
力
に
す
べ

て
の
文
化
を
収
斂
し
、
文
化
の
専
有
に
よ
っ
て
、
文
化
を
存
立
基
盤
と
す
る
「
名

士
」
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
曹
丕
の
営
み
は
、
梁
の
武
帝
・
唐
の
太
宗
な
ど
の
対

（
六
七
）

貴
族
政
策
の
先
駆
と
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

曹
丕
の
『
典
論
』
論
文
篇
の
「
文
章
は
經
國
の
大
業
に
し
て
不
朽
の
盛
事
な
り
」

と
い
う
文
言
は
、
文
学
の
不
朽
を
説
い
た
中
国
文
学
の
独
立
宣
言
な
ど
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
「
一
家
の
言
」
の
不
朽
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
『
春
秋
左
氏
傳
』
襄

公
傳
二
十
四
年
の
「
立
言
不
朽
」
説
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

曹
丕
が
「
一
家
の
言
」
と
評
価
す
る
徐
幹
の
『
中
論
』
は
、
私
的
な
名
声
を
批

判
し
、
唯
才
主
義
を
肯
定
す
る
な
ど
曹
操
の
諸
政
策
を
正
統
化
す
る
主
張
を
特
徴

と
し
た
。

曹
丕
の
『
典
論
』
も
ま
た
、
『
中
論
』
と
同
様
、
「
一
家
の
言
」
と
し
て
自
ら

の
政
治
姿
勢
を
著
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
曹
操
が
建
安
文
学
を
宣
揚
す
る
中
で
、

自
ら
作
詩
し
た
楽
府
に
よ
り
表
現
し
た
政
治
的
な
志
を
、
論
と
し
て
表
現
し
た
の

で
あ
る
。
『
典
論
』
は
、
第
一
に
嫡
長
子
で
あ
る
自
ら
の
即
位
を
正
統
化
し
、
第

二
に
政
策
の
典
範
・
淵
源
を
ま
と
め
、
第
三
に
諸
文
化
を
収
斂
し
、
第
四
に
人
物

評
価
を
一
元
化
す
る
こ
と
を
目
的
に
著
さ
れ
た
。
『
典
論
』
は
、
文
化
を
存
立
基

盤
と
す
る
「
名
士
」
に
対
抗
し
て
君
主
権
力
を
確
立
す
る
た
め
、
文
化
的
諸
価
値

を
一
元
化
し
よ
う
と
す
る
曹
丕
の
見
識
を
示
す
典
範
で
あ
っ
た
。

「
經
國
の
大
業
、
不
朽
の
盛
事
」
と
さ
れ
た
「
文
章
」
と
は
、
父
曹
操
と
曹
丕

の
政
治
を
正
統
化
し
、
理
論
化
し
た
「
一
家
の
言
」
で
あ
る
『
中
論
』
と
『
典
論
』
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で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
「
不
朽
」
に
残
す
た
め
、
明
帝
曹
叡
は
『
典
論
』
を
石
に
刻

ん
だ
の
で
あ
る
。

《
注
》

（
一
）
渡
邉
義
浩
『
三
國
政
権
の
構
造
と
「
名
士
」』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
二
）
青
木
正
児
『
支
那
文
学
思
想
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
三
年
、『
青
木
正
児
全
集
』
第
一

巻
、
春
秋
社
、
一
九
六
九
年
に
所
収
）。
魯
迅
「
魏
晉
風
度
及
文
章
与
薬
及
酒
之
関
係
」（『
現

代
青
年
』
一
七
三
～
一
七
八
、
一
九
二
七
年
、
松
井
博
光
（
他
訳
）『
魯
迅
全
集
』
５
而
已

集
、
学
習
研
究
社
、
一
九
八
五
年
に
翻
訳
が
所
収
）。
こ
の
ほ
か
、
鈴
木
虎
雄
『
支
那
詩
論

史
』（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
二
七
年
）
は
、
曹
丕
が
「
文
学
の
無
窮
の
生
命
」
を
認
め
た
と

し
て
、
魏
を
「
支
那
文
学
上
の
自
覚
期
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

（
三
）
岡
村
繁
「
曹
丕
の
『
典
論
論
文
』
に
つ
い
て
」（『
支
那
学
研
究
』
二
四
・
二
五
、
一
九
六

〇
年
）。
岡
村
論
文
以
前
に
、
網
裕
次
「
文
体
の
変
遷
─
─
南
朝
時
代
を
中
心
と
し
て
」（『
お

茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
紀
要
』
二
、
一
九
五
二
年
、『
中
国
中
世
文
学
研
究
』
新
樹
社
、

一
九
六
〇
年
に
所
収
）
は
、
文
章
と
い
う
言
葉
が
「
と
く
に
一
家
言
的
な
も
の
に
つ
い
て
言

っ
た
も
の
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
四
）
古
川
末
喜
「
建
安
、
三
國
文
学
思
想
の
新
動
向
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
四
〇
、
一
九
八

八
年
、『
初
唐
の
文
学
思
想
と
韻
律
論
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
三
年
に
所
収
）。
ま
た
、
孫
明

君
『
三
曹
与
中
国
詩
史
』（
商
鼎
文
化
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
も
、『
典
論
』
論
文
は
、
い

ま
だ
儒
教
の
価
値
観
を
突
破
し
て
、
文
の
自
覚
や
人
の
覚
醒
を
表
現
で
き
て
は
い
な
い
、
と

し
て
い
る
。

（
五
）
蓋
文
章
經
國
之
大
業
、
不
朽
之
盛
事
。
年
壽
有
時
而
盡
、
榮
樂
止
乎
其
身
。
二
者
必
至
之

常
期
、
未
若
文
章
之
無
窮
。
是
以
古
之
作
者
、
寄
身
於
翰
墨
、
見
意
於
篇
籍
、
不
假
良
史
之

辭
、
不
託
飛
馳
之
勢
、
而
聲
名
自
傳
於
後
。
故
西
伯
幽
而
演
易
、
周
旦
顯
而
制
禮
。
不
以
隱

約
而
弗
務
、
不
以
康
樂
而
加
思
。
夫
然
則
古
人
賎
尺
璧
而
重
寸
陰
、
懼
乎
時
之
過
已
。
而
人

多
不
強
力
、
貧
賎
則
懾
於
飢
寒
、
富
貴
則
流
於
逸
樂
、
遂
營
目
前
之
務
、
而
遺
千
載
之
功
。

日
月
逝
於
上
、
體
貌
衰
於
下
、
忽
然
與
萬
物
遷
化
。
斯
亦
志
士
之
大
痛
也
。
融
等
已
逝
、
唯

幹
著
論
、
成
一
家
言
（『
文
選
』
卷
五
十
二
論
二
）。

（
六
）
当
該
時
期
に
お
け
る
「
文
章
」
が
「
文
学
」
と
い
う
言
葉
よ
り
も
現
在
の
文
学
と
い
う
言

葉
に
近
い
も
の
の
、「
文
章
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
、
礼
教
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
興
膳
宏
「「
文
学
」
と
「
文
章
」」（『

佐
藤
匡
玄
博
士
頌
寿
記
念
東
洋
学
論
集
』
朋
友

書
店
、
一
九
八
〇
年
）
を
参
照
。

（
七
）
大
上
有
立
德
。
其
次
有
立
功
。
其
次
有
立
言
。
雖
久
不
廢
。
此
之
謂
不
朽
。
若
夫
保
姓
受

氏
、
以
守
宗
祊
、
世
不
絶
祀
、
無
國
無
之
。
禄
之
大
者
也
。
不
可
謂
不
朽
（『
春
秋
左
氏
傳
』

襄
公
傳
二
十
四
年
）。

（
八
）
昔
楊
子
雲
、
先
朝
執
戟
之
臣
耳
。
猶
稱
壯
夫
不
爲
也
。
吾
雖
德
薄
、
位
爲
蕃
侯
。
猶
庶
幾
、

勠
力
上
國
、
流
惠
下
民
、
建
永
世
之
業
、
留
金
石
之
功
。
豈
徒
以
翰
墨
爲
勳
績
、
辭
賦
爲
君

子
哉
。
若
吾
志
未
果
、
吾
道
不
行
、
則
將
采
庶
官
之
実
録
、
辯
時
俗
之
得
失
、
定
仁
義
之
衷
、

成
一
家
之
言
（『
文
選
』
卷
四
十
二
書
）。

（
九
）
注
（
三
）
所
掲
岡
村
論
文
。
な
お
、
岡
村
が
注
記
す
る
よ
う
に
、
注
（
三
）
所
掲
網
論
文

に
、
す
で
に
指
摘
が
あ
る
。

（
一
〇）
蓋
西
伯
拘
而
演
周
易
、
仲
尼
戹
而
作
春
秋
、
屈
原
放
逐
乃
賦
離
騷
、
左
丘
失
明
厥
有
國
語
、

孫
子
髕
脚
兵
法
脩
列
、
不
韋
遷
蜀
世
傳
呂
覽
、
韓
非
囚
秦
説
難
・
孤
憤
。
詩
三
百
篇
、
大
氐

賢
聖
發
憤
之
所
爲
作
也
。
…
…
僕
竊
不
遜
、
近
自
託
於
無
能
之
辭
、
…
…
成
一
家
之
言
（『
漢

書
』
卷
六
十
二
司
馬
遷
傳
）。

（
一
一）
觀
古
今
文
人
、
類
不
護
細
行
、
鮮
能
以
名
節
自
立
。
而
偉
長
獨
懷
文
抱
負
、
恬
惔
寡
欲
、

有
箕
山
之
志
。
可
謂
彬
彬
君
子
矣
。
著
中
論
二
十
餘
篇
、
成
一
家
之
言
。
辭
義
典
雅
、
足
傳

于
後
。
此
子
爲
不
朽
矣
（『
文
選
』
卷
四
十
二
書
）。

（
一
二）
見
辭
人
美
麗
之
文
、
並
時
而
作
、
曾
無
闡
弘
大
義
、
敷
散
道
教
、
上
求
聖
人
之
中
、
下
救

流
俗
之
昏
者
。
故
廢
詩
賦
頌
銘
贊
之
文
、
著
中
論
之
書
二
十
篇
（『
中
論
』
序
）。『
中
論
』

は
、
池
田
秀
三
「
徐
幹
『
中
論
』
訳
注
」（『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
二
三
～
二
五
、

一
九
八
四
～
八
六
年
）
を
底
本
と
し
た
。
ま
た
、
邦
訳
に
、
多
田
狷
介
「
徐
幹
『
中
論
』
訳

注
」（『
日
本
女
子
大
学
紀
要
』
三
一
～
三
二
、
一
九
八
一
～
八
二
年
）
が
あ
り
、
徐
湘
霖
（
校

注
）『
中
論
校
注
』（
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
も
参
照
し
た
。
な
お
、
李
文
献
『
徐
幹
思
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想
研
究
』（
文
津
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
は
、
徐
幹
の
思
想
を
網
羅
的
に
解
説
し
て
い
る
。

（
一
三）
串
田
久
治
「
徐
幹
の
政
論
―
―
賢
人
登
用
と
賞
罰
」（『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
』
文
学

科
編
一
八
、
一
九
八
五
年
）。
ち
な
み
に
串
田
は
、『
中
論
』
序
の
作
者
を
任
嘏
と
比
定
し
て

い
る
。
な
お
、
串
田
久
治
「
幸
福
論
の
展
開
─
─
徐
幹
の
場
合
」（『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論

集
』
文
学
科
編
一
九
、
一
九
八
六
年
）
も
参
照
。

（
一
四）
漢
興
二
百
一
十
載
、
而
中
天
其
庶
矣
乎
。
辟
廱
以
本
之
、
校
學
以
教
之
、
禮
樂
以
容
之
、

輿
服
以
表
之
、
復
其
井
・
刑
、
勉
人
役
。
唐
矣
夫
（『
法
言
』
孝
至
篇
）。
田
中
麻
紗
巳
『
法

言
─
─
も
う
一
つ
の
論
語
』（
講
談
社
、
一
九
八
八
年
）
の
邦
訳
・
解
題
を
参
照
し
た
。

（
一
五）
岡
村
繁
「
揚
雄
の
文
学
・
儒
学
と
そ
の
立
場
」（『
中
国
文
学
論
集
』
四
、
一
九
七
四
年
）。

（
一
六）
池
田
秀
三
「
徐
幹
の
人
間
観
」（『
哲
学
研
究
』
五
七
一
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
一
七）
人
之
行
、
莫
大
於
孝
、
莫
顯
於
清
。
曾
參
之
孝
、
有
虞
不
能
易
。
原
憲
之
清
、
伯
夷
不
能

間
。
然
不
得
與
游
・
夏
列
在
四
行
之
科
。
以
其
才
不
如
也
。
仲
尼
問
子
貢
曰
、
汝
與
回
也
孰

愈
。
對
曰
、
賜
也
何
敢
望
回
。
回
也
聞
一
以
知
十
、
賜
也
聞
一
以
知
二
。
子
貢
之
行
、
不
若

顔
淵
遠
矣
。
然
而
不
服
其
行
、
服
其
聞
一
知
十
。
由
此
觀
之
、
盛
才
所
以
服
人
也
。
仲
尼
亦

奇
顔
淵
之
有
盛
才
也
。
故
曰
、
回
也
非
助
我
者
也
。
於
吾
言
無
所
不
説
。
顔
淵
達
於
聖
人
之

情
、
故
無
窮
難
之
辭
。
是
以
能
獨
獲
亹
亹
之
譽
、
爲
七
十
子
之
冠
。
曾
參
雖
質
孝
、
原
憲
雖

體
清
、
仲
尼
未
甚
嘆
也
（『
中
論
』
智
行
）。

（
一
八）
十
五
年
春
、
下
令
曰
、
…
…
若
必
廉
士
而
後
可
用
、
則
齊
桓
其
何
以
霸
世
。
今
天
下
得
無

有
被
褐
懷
玉
而
釣
于
渭
濱
者
乎
。
又
得
無
盜
嫂
受
金
而
未
遇
無
知
者
乎
。
二
・
三
子
、
其
佐

我
明
揚
仄
陋
。
唯
才
是
挙
。
吾
得
而
用
之
（『
三
國
志
』
卷
一
武
帝
紀
）。

（
一
九）
曹
操
の
「
唯
才
主
義
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
三
國
時
代
に
お
け
る

『
文
学
』
の
政
治
的
宣
揚
─
─
六
朝
貴
族
制
形
成
史
の
視
点
か
ら
」（『
東
洋
史
研
究
』
五
四

―
三
、
一
九
九
五
年
、『
三
國
政
権
の
構
造
と
「
名
士
」』
前
掲
に
所
収
）
を
参
照
。

（
二
〇）
或
曰
、
苟
有
才
智
、
而
行
不
善
、
則
可
取
乎
。
對
曰
、
何
子
之
難
喩
也
。
水
能
勝
火
、
豈

一
升
之
水
灌
一
林
之
火
哉
。
柴
也
愚
、
何
嘗
自
投
於
井
。
…
…
且
管
仲
背
君
事
讐
、
奢
而
失

禮
、
使
桓
公
有
九
合
諸
侯
一
匡
天
下
之
功
。
仲
尼
稱
之
曰
、
微
管
仲
、
吾
其
被
髪
左
袵
矣
。

召
忽
伏
節
死
難
。
人
臣
之
美
義
也
。
仲
尼
比
爲
、
匹
夫
・
匹
婦
之
爲
諒
矣
。
是
故
聖
人
貴
才

智
之
特
能
立
功
立
事
益
於
世
矣
（『
中
論
』
智
行
）。

（
二
一）
政
之
大
綱
有
二
。
二
者
何
也
。
賞
罰
之
謂
也
。
人
君
明
乎
賞
罰
之
道
、
則
治
不
難
矣
。
…

…
天
生
烝
民
、
其
性
一
也
。
刻
肌
虧
體
、
所
同
惡
也
。
被
文
垂
藻
、
所
同
好
也
。
此
二
者
常

存
、
而
民
不
治
其
身
、
有
由
然
也
。
當
賞
者
不
賞
、
當
罰
者
不
罰
（『
中
論
』
賞
罰
）。

（
二
二）
令
曰
、
安
得
通
理
君
子
、
達
於
古
今
者
、
使
平
斯
事
乎
。
昔
陳
鴻
臚
以
爲
、
死
刑
有
可
加

於
仁
恩
者
、
正
謂
此
也
。
御
史
中
丞
能
申
其
父
之
論
乎
。（『
三
國
志
』
卷
二
十
二
陳
羣
傳
）。

（
二
三）
曹
操
の
「
猛
」
政
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「『
寛
』
治
か
ら
『
猛
』
政
へ
」（『
東
方
学
』

一
〇
二
、
二
〇
〇
一
年
、『
三
國
政
権
の
構
造
と
「
名
士
」』
前
掲
に
所
収
）
を
参
照
。

（
二
四）
世
之
衰
矣
、
上
無
明
天
子
、
下
無
賢
諸
侯
、
君
不
識
是
非
、
臣
不
辨
黑
白
。
取
士
不
由
於

郷
黨
、
考
行
不
本
於
閥
閲
、
多
助
者
爲
賢
才
、
寡
助
者
爲
不
肖
。
…
…
乃
離
其
父
兄
、
去
其

邑
里
、
不
修
道
藝
、
不
治
德
行
、
講
偶
時
之
説
、
結
比
周
之
黨
、
汲
汲
皇
皇
、
無
日
以
處
、

更
相
歎
揚
、
迭
爲
表
裏
。
…
…
桓
靈
之
世
、
其
甚
者
也
。
自
公
卿
・
大
夫
・
州
牧
・
郡
守
、

王
事
不
恤
、
賓
客
爲
務
、
冠
蓋
填
門
、
儒
服
塞
道
（『
中
論
』
譴
交
）。

（
二
五）
中
嶋
隆
蔵
「
漢
末
魏
初
に
お
け
る
道
徳
論
─
─
徐
幹
と
王
弼
の
所
論
を
め
ぐ
っ
て
」（『
栗

原
圭
介
博
士
頌
寿
記
念
東
洋
学
論
集
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
五
年
）。

（
二
六）
九
月
、
令
曰
、
阿
黨
比
周
、
先
聖
所
疾
也
。
聞
冀
州
俗
、
父
子
異
部
、
更
相
毀
譽
。
昔
直

不
疑
無
兄
、
世
人
謂
之
盜
嫂
、
第
五
伯
魚
三
娶
孤
女
、
謂
之
撾
婦
翁
。
王
鳳
擅
權
、
谷
永
比

之
申
伯
、
王
商
忠
議
、
張
匡
謂
之
左
道
。
此
皆
以
白
爲
黑
、
欺
天
罔
君
者
也
。
吾
欲
整
齊
風

俗
。
四
者
不
除
、
吾
以
爲
羞
（『
三
國
志
』
卷
一
武
帝
紀
）。

（
二
七
）「
名
士
」
層
が
君
主
と
は
別
の
場
に
お
い
て
、
自
律
的
な
名
声
を
有
す
る
階
層
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
渡
邉
義
浩
「
所
有
と
文
化
─
─
中
国
貴
族
制
研
究
へ
の
一
視
角
」（『
中
国
―
社
会

と
文
化
』
一
八
、
二
〇
〇
三
年
、『
三
國
政
権
の
構
造
と
「
名
士
」』
前
掲
に
所
収
）
を
参
照
。

（
二
八
）
向
曰
、
文
帝
典
論
、
二
十
篇
。
兼
論
古
者
經
典
・
文
事
。
有
此
篇
論
文
章
之
體
也
（『
六

臣
註
文
選
』
卷
五
十
二
典
論
注
）。

（
二
九）
こ
れ
に
対
し
て
、
王
夢
鷗
「
従
典
論
残
篇
看
曹
丕
嗣
位
之
争
」（『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言

研
究
所
集
刊
』
五
一
―
一
、
一
九
九
〇
年
）
は
、
確
実
に
『
典
論
』
の
篇
名
と
言
え
る
も
の

は
、「
姦
讒
」「
内
誡
」「
酒
誨
」「
論
文
」「
自
敍
」
の
五
篇
だ
け
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

（
三
〇）
何
進
滅
於
呉
匡
・
張
璋
、
袁
紹
亡
於
審
配
・
郭
圖
、
劉
表
昬
於
蔡
瑁
・
張
允
。
孔
子
曰
、

佞
人
殆
信
矣
。
古
事
已
列
於
載
籍
、
聊
復
論
此
數
子
、
以
爲
後
之
監
誡
。
作
姦
讒
（『
群
書
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治
要
』
卷
四
十
六
典
論
）。
な
お
、
孔
子
の
言
葉
は
、『
論
語
』
衞
靈
公
篇
の
「
佞
人
殆
信

矣
」
に
基
づ
く
。

（
三

一
）（
袁
紹
）
當
此
之
時
、
無
敵
於
天
下
、
視
覇
王
、
易
於
覆
手
。
而
不
能
抑
遏
愚
妻
、
顯
別

嫡
庶
。
婉
戀
私
愛
、
寵
子
以
貌
。
其
後
敗
績
喪
師
、
身
以
疾
死
。
邪
臣
飾
姦
、
二
子
相
屠
。

墳
土
未
乾
、
而
宗
廟
爲
墟
。
其
誤
至
矣
（『
群
書
治
要
』
卷
四
十
六
典
論
）。

（
三
二）
三
代
之
亡
、
由
乎
婦
人
。
故
詩
刺
艷
女
、
書
誡
哲
婦
。
斯
已
著
在
篇
籍
矣
。
近
事
之
若
此

者
衆
。
或
在
布
衣
細
人
、
其
失
不
足
以
敗
政
亂
俗
。
至
於
二
袁
、
過
竊
聲
名
、
一
世
豪
士
。

而
術
以
之
失
、
紹
以
之
滅
。
斯
有
國
者
、
所
宜
愼
也
。
是
以
録
之
、
庶
以
爲
誡
于
後
。
作
内

誡
（『
群
書
治
要
』
卷
四
十
六
典
論
）。
な
お
、「
艷
女
」
は
『
詩
經
』
小
雅
十
月
之
交
を

典
拠
と
し
て
「
褒
娰
」
を
指
し
、「
哲
婦
」
は
『
尚
書
』
周
書
牧
誓
を
典
拠
と
し
て
「
妲
己
」

を
指
す
。

（
三
三）
荊
州
牧
劉
表
、
跨
有
南
土
。
子
弟
驕
貴
、
以
酒
器
名
三
爵
。
上
者
曰
伯
雅
、
受
七
勝
。
中

雅
受
六
勝
、
季
雅
受
五
勝
。
又
設
大
鍼
于
杖
端
、
有
醉
者
輒
以
劖
刺
之
、
驗
其
醉
醒
（『
意

林
』
卷
五
典
論
）。
厳
可
均
（
校
輯
）『
全
三
國
文
』
は
、「
勝
」
を
「
升
」
に
つ
く
る
。
な

お
、
注
（

二
九）
所
掲
王
論
文
は
、
飲
酒
の
批
判
は
、
酒
に
酔
っ
た
揚
脩
が
曹
植
と
司
馬
門
を

開
け
た
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
る
、
と
す
る
。

（
三
四）
是
時
、
文
帝
爲
五
官
將
、
而
臨
菑
侯
植
才
名
方
盛
。
各
有
黨
與
、
有
奪
宗
之
議
。
…
…
太

祖
又
嘗
屏
除
左
右
問
詡
。
詡
嘿
然
不
對
。
太
祖
曰
、
與
卿
言
而
不
答
、
何
也
。
詡
曰
、
屬
適

有
所
思
、
故
不
即
對
耳
。
太
祖
曰
、
何
思
。
詡
曰
、
思
袁
本
初
・
劉
景
升
父
子
也
。
太
祖
大

笑
、
於
是
太
子
遂
定
（『
三
國
志
』
卷
十
賈
詡
傳
）。

（
三

五
）『
意
林
』
卷
五
典
論
に
は
、「
太
子
篇
序
云
、
余
蒙
隆
寵
、
忝
當
上
嗣
。
憂
惶
踧
踖
、
上

疏
自
陳
。
欲
繁
辭
博
稱
、
則
父
子
之
間
不
文
也
。
欲
畧
言
直
説
、
則
喜
懼
之
心
不
達
也
。
里

語
曰
、
汝
無
自
譽
、
觀
汝
作
家
書
。
言
其
難
也
」
と
あ
り
、
曹
丕
が
太
子
と
な
っ
た
喜
び
を

語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
川
合
康
三
『
中
国
の
自
伝
文
学
』（
創
文
社
、
一
九
九
六
年
）
は
、

自
慢
に
満
ち
た
『
典
論
』
自
敍
は
、
必
ず
し
も
自
明
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
曹
操
の
後
継
者

に
自
分
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
器
で
あ
る
こ
と
を
見
せ
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
さ
え
見
え

る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
三
六）
詔
曰
、
夫
婦
人
與
政
、
亂
之
本
也
。
自
今
以
後
、
羣
臣
不
得
奏
事
太
后
、
后
族
之
家
不
得

當
輔
政
之
任
、
又
不
得
橫
受
茅
土
之
爵
。
以
此
詔
傳
後
世
、
若
有
背
違
、
天
下
共
誅
之
（『
三

國
志
』
卷
二
文
帝
紀
）。

（
三
七）
法
者
、
主
之
柄
。
吏
者
、
民
之
命
。
法
欲
簡
而
明
、
吏
欲
公
而
平
（『
意
林
』
卷
五
典
論
）。

（
三
八）
今
事
多
而
民
少
、
上
下
相
弊
以
文
法
、
百
姓
無
所
措
其
手
足
。
昔
泰
山
之
哭
者
、
以
爲
、

苛
政
甚
於
猛
虎
。
吾
佩
儒
者
之
風
、
服
聖
人
之
遺
教
。
豈
可
以
目
翫
其
辭
、
行
違
其
誡
者
哉
。

廣
議
輕
刑
、
以
惠
百
姓
（『
三
國
志
』
卷
二
文
帝
紀
注
引
『
魏
書
』）。

（
三
九）
潁
川
郤
儉
能
辟
穀
、
餌
伏
苓
。
…
…
初
儉
之
至
、
市
伏
苓
、
價
暴
數
倍
。
議
郎
安
平
李
覃
、

學
其
辟
穀
、
餐
伏
苓
、
飲
寒
水
。
中
泄
利
、
殆
至
隕
命
。
…
…
劉
向
惑
於
鴻
寳
之
説
、
君
游

眩
於
子
政
之
言
。
古
今
愚
謬
、
豈
惟
一
人
哉
（『
三
國
志
』
卷
二
十
九
華
佗
傳
注
引
『
典
論
』）。

（
四
〇
）
自
家
王
與
太
子
及
余
兄
弟
咸
以
爲
調
笑
、
不
信
之
矣
（（『
三
國
志
』
卷
二
十
九
華
佗
傳

注
引
『
辦
道
論
』）。

（
四
一）
詔
曰
、
先
王
制
禮
、
所
以
昭
孝
事
祖
。
…
…
叔
世
衰
亂
、
崇
信
巫
史
、
至
乃
宮
殿
之
内
、

戸
牖
之
間
、
無
不
沃
酹
。
甚
矣
其
惑
也
。
自
今
、
其
敢
設
非
祀
之
祭
、
巫
祝
之
言
、
皆
以
執

左
道
論
。
著
于
令
典
（『
三
國
志
』
卷
二
文
帝
紀
）。

（
四
二
）
張
可
礼
（
編
著
）『
三
曹
年
譜
』（
斉
魯
書
社
、
一
九
八
三
年
）。
成
瀬
哲
生
「
曹
丕
年
譜

ノ
ー
ト
」（『
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
』
五
―
一
、
一
九
八
二
年
）・
注
（

二
九
）
所
掲
王
論

文
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
を
取
る
。

（
四
三）
曹
操
の
「
文
学
」
宣
揚
に
つ
い
て
は
、
注
（

一
九）
所
掲
渡
邉
論
文
を
参
照
。

（
四
四）
五
斗
米
道
が
曹
丕
を
「
真
人
」
と
称
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
吉
川
忠
夫
「
真
人
と
革
命
」

（『
東
洋
史
研
究
』
一
七
―
五
、
一
九
七
八
年
、『
六
朝
精
神
史
研
究
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九

八
四
年
に
所
収
）
を
参
照
。

（
四
五）
曹
植
成
王
論
曰
、
周
公
以
、
天
下
初
定
、
武
王
既
終
、
而
成
王
尚
幼
、
未
能
定
南
面
之
事
。

是
以
推
以
忠
誠
、
稱
制
假
號
。
①
二
弟
流
言
、
召
公
疑
之
。
發
金
縢
之
匱
、
然
後
用
寤
、
亦

未
決
也
。
…
…
使
（
霍
）
光
若
周
公
、
踐
天
子
之
位
、
行
周
公
之
事
、
吾
恐
、
叛
者
非
徒
二

弟
、
疑
者
非
徒
召
公
也
。
…
…
昭
帝
固
可
不
疑
霍
光
、
②
周
王
自
疑
周
公
也
。
若
以
昭
帝
勝

成
王
、
霍
光
當
踰
周
公
耶
（『
太
平
御
覽
』
卷
四
百
四
十
七
人
事
部
品
藻
下
）。
こ
の
議
論

は
、
周
公
旦
が
管
叔
・
蔡
叔
を
誅
殺
し
た
こ
と
が
毌
丘
倹
の
「
表
」
に
引
用
さ
れ
、
高
貴
郷

公
の
下
問
へ
と
繋
が
り
、
嵆
康
が
「
管
蔡
論
」
を
著
す
こ
と
と
な
る
。
嵆
康
の
「
管
蔡
論
」
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に
つ
い
て
は
、
大
上
正
美
「
管
蔡
論
の
方
法
─
─
嵆
康
と
情
況
」（『
青
山
学
院
大
学
文
学
部

紀
要
』
四
〇
、
一
九
九
九
年
、『
阮
籍
・
嵆
康
の
文
学
』
創
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
に
所
収
）

を
参
照
。

（
四
六）
魏
文
帝
周
成
漢
昭
論
曰
、
或
方
周
成
王
於
漢
昭
帝
、
僉
高
成
而
下
昭
。
余
以
爲
、
周
成
王
、

體
上
聖
之
休
氣
、
禀
賢
妣
之
胎
誨
。
周
・
召
爲
保
傅
、
呂
尚
爲
太
師
。
…
…
不
亮
周
公
之
聖

德
、
而
信
金
縢
之
教
言
、
豈
不
暗
哉
。
夫
孝
昭
、
父
非
武
王
、
母
非
邑
姜
、
養
惟
蓋
主
、
相

則
桀
・
光
。
…
…
年
在
二
七
、
早
智
夙
達
、
發
燕
書
之
詐
、
亮
霍
光
之
誠
、
豈
將
有
啓
発
金

縢
、
信
國
史
、
而
後
乃
寤
哉
（『
藝
文
類
聚
』
卷
十
二
帝
王
部
漢
昭
帝
）。
な
お
、『
太
平

御
覽
』
卷
四
百
四
十
七
人
事
部
品
藻
下
に
は
、「
魏
文
帝
典
論
曰
」
と
し
て
こ
れ
の
節
略

を
引
く
。

（
四
七）
魏
丁
儀
周
成
漢
昭
論
曰
、
…
…
且
叔
父
兄
子
、
非
相
嫌
之
處
、
異
姓
君
臣
、
非
相
信
之
地
。

…
…
漢
昭
之
優
周
成
甚
明
者
也
（『
藝
文
類
聚
』
卷
十
二
帝
王
部
漢
昭
帝
）。

（
四
八）
漢
魏
禅
譲
を
儒
教
が
正
統
化
し
た
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
『
後
漢
に
お

け
る
「
儒
教
國
家
」
の
形
成
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

（
四
九）
鈴
木
啓
造
「
類
書
考
─
─
皇
覧
に
つ
い
て
」（『
中
国
古
代
史
研
究
』
六
、
研
文
出
版
、
一

九
八
九
年
）、
木
島
史
雄
「
類
書
の
発
生
─
─
『
皇
覧
』
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
」（『
汲
古
』

二
六
、
一
九
九
四
年
）
は
、『
皇
覧
』
を
類
書
で
は
な
い
と
主
張
す
る
が
、
津
田
資
久
「
漢

魏
交
替
期
に
お
け
る
『
皇
覧
』
の
編
纂
」（『
東
方
学
』
一
〇
八
、
二
〇
〇
四
年
）
が
批
判
す

る
と
お
り
、『
皇
覧
』
は
類
書
の
嚆
矢
と
考
え
て
よ
い
。
た
だ
し
、
津
田
の
『
皇
覧
』
に
は
、

曹
操
以
来
、
曹
魏
政
権
が
新
国
家
の
理
念
と
し
て
掲
げ
た
（
鄭
玄
の
）『
周
禮
』
国
家
へ
の

指
向
が
反
映
し
て
い
る
、
と
い
う
主
張
は
誤
り
で
あ
る
。
曹
魏
が
鄭
玄
説
を
採
用
す
る
こ
と

が
、
明
帝
期
以
降
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
古
橋
紀
宏
「
後
漢
・
魏
・
晉
時
代
に
お
け
る

堯
舜
禅
譲
に
関
す
る
経
書
解
釈
に
つ
い
て
」（『

後
漢
経
学
研
究
会
論
集
』
二
、
二
〇
〇
五
年
）、

そ
れ
へ
の
対
抗
か
ら
王
肅
の
経
説
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
王
肅
の

祭
天
思
想
」（『
中
国
文
化
』
六
八
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

（
五
〇）
初
、
帝
好
文
學
、
以
著
述
爲
務
、
自
所
勒
成
垂
百
篇
。
又
使
諸
儒
撰
集
經
傳
、
隨
類
相
從
、

凡
千
餘
篇
、
號
曰
皇
覽
（『
三
國
志
』
卷
二
文
帝
紀
）。

（
五
一）
勝
村
哲
也
「『
修
文
殿
御
覽
』
新
考
」（『
森
鹿
三
博
士
頌
寿
記
念
史
学
論
文
集
』
一
九
七

七
年
）。

（
五
二）
桓
靈
之
際
、
閹
寺
專
命
于
上
、
布
衣
橫
議
于
下
。
干
祿
者
殫
貨
以
奉
貴
、
要
名
者
傾
身
以

事
勢
。
位
成
乎
私
門
、
名
定
乎
横
巷
。
由
是
、
戸
異
議
、
人
殊
論
。
論
無
常
檢
、
事
無
定
價
。

長
愛
惡
、
興
朋
黨
（『
意
林
』
卷
五
典
論
）。

（
五
三）
宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
─
─
科
挙
前
史
』（
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
五
六
年
）。

な
お
、
宮
崎
の
九
品
官
人
法
の
貴
族
的
運
用
の
中
か
ら
貴
族
制
が
形
成
さ
れ
る
と
す
る
説
に

対
す
る
批
判
と
し
て
、
渡
邉
義
浩
「
西
晉
に
お
け
る
五
等
爵
制
と
貴
族
制
の
成
立
」（『
史
学

雑
誌
』
一
一
六
―
三
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。

（
五
四）
九
品
中
正
制
度
お
よ
び
六
朝
貴
族
制
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
川
合
安
「
九
品
官
人
法

創
設
の
背
景
に
つ
い
て
」（『
古
代
文
化
』
四
七
―
六
、
一
九
九
五
年
）、『「

六
朝
貴
族
制
」

の
学
説
史
的
研
究
』（
科
研
費
報
告
書
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

（
五
五）
王
粲
長
於
辭
賦
。
徐
幹
時
有
齊
氣
、
然
粲
之
匹
也
。
如
粲
之
初
征
・
登
樓
・
槐
賦
・
征
思
、

幹
之
玄
猿
・
漏
巵
、
圓
扇
橘
賦
、
雖
張
（
衡
）・
蔡
（
邕
）
不
過
也
。
然
於
他
文
、
未
能
稱

是
。（
陳
）
琳
・（
阮
）
瑀
之
章
表
書
記
、
今
之
雋
也
。
應
瑒
和
而
不
壯
。
劉
楨
壯
而
不
密
。

孔
融
體
氣
高
妙
、
有
過
人
者
。
然
不
能
持
論
、
理
不
勝
詞
。
以
至
乎
雜
以
嘲
戲
。
及
其
所
善
、

楊
（
雄
）・
班
（
固
）
儔
也
（『
文
選
』
卷
五
十
二
魏
文
帝
典
論
論
文
）。

（
五
六）
典
論
曰
、
汝
南
許
劭
、
與
族
兄
靖
、
倶
避
地
江
東
、
保
呉
郡
。
爭
論
於
太
守
許
貢
座
、
至

於
手
足
相
及
（『
太
平
御
覽
』
卷
四
百
九
十
六
人
事
部
鬭
争
）。

（
五
七）
こ
の
ほ
か
、『
舊
唐
書
』
卷
四
十
六
經
籍
志
上
に
は
、「
海
内
士
品
録
二
卷
。
魏
文
帝
撰
」、

『
舊
唐
書
』
卷
四
十
七
經
籍
志
下
に
は
、「
士
操
一
卷
。
魏
文
帝
撰
」、『
新
唐
書
』
卷
五
十

九
藝
文
志
に
は
、「
魏
文
帝
。
士
操
一
卷
」、『
通
志
』
卷
六
十
五
藝
文
略
史
類
第
五
に
は
、

「
海
内
士
品
録
三
卷
。
魏
文
帝
撰
」
と
著
録
さ
れ
て
い
る
。

（
五
八）
海
内
士
品
曰
、
徐
孺
子
嘗
事
江
夏
黄
公
。
公
死
往
會
塟
家
。
貧
無
以
自
致
賫
。
磨
鏡
具
自

隨
賃
磨
取
資
然
後
得
前
既
至
祭
而
退
（『
太
平
御
覽
』
卷
七
百
十
七
服
用
部
十
九
鏡
）

（
五
九）

徐
稺
と
郭
泰
の
人
物
評
価
に
つ
い
て
は
、
大
室
幹
雄
『
桃
源
の
夢
想
─
─
古
代
中
国
の
反

劇
場
都
市
』
三
省
堂
、
一
九
八
四
年
）
を
参
照
。

（
六
〇
）
胡
沖
呉
暦
曰
、
帝
以
素
書
所
著
典
論
及
詩
賦
餉
孫
權
、
又
以
紙
寫
一
通
與
張
昭
（『
三
國

志
』
卷
二
文
帝
紀
注
）。
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（
六
一）
既
總
庶
政
、
兼
覧
儒
林
。
躬
著
雅
・
頌
、
被
之
瑟
琴
（『
藝
文
類
聚
』
卷
十
三
帝
王
部
）。

（
六
二）（
太
和
四
年
春
二
月
）
戊
子
、
詔
太
傅
・
三
公
、
以
文
帝
典
論
刻
石
、
立
于
廟
門
之
外
（『
三

國
志
』
卷
三
明
帝
紀
）。

（
六
三
）『
三
國
志
』
卷
四
齊
王
芳
紀
の
注
に
「
臣
松
之
、
昔
征
西
に
從
ひ
、
洛
陽
に
至
り
、
舊

物
を
歴
觀
す
る
に
、
典
論
の
石
太
學
に
在
る
者
尚
ほ
存
す
る
を
見
る
。
而
る
に
廟
門
の
外

に
之
無
し
（
臣
松
之
、
昔
從
征
西
、
至
洛
陽
、
歴
觀
舊
物
、
見
典
論
石
在
太
學
者
尚
存
。
而

廟
門
外
無
之
）」
と
あ
り
、
裴
松
之
は
典
論
の
石
刻
が
太
學
に
残
っ
て
い
る
の
を
実
見
し
て

い
る
。

（
六
四
）
三
體
石
經
に
つ
い
て
は
、
趙
立
偉
『
魏
三
体
石
経
』（
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇

七
年
）
を
参
照
。

（
六
五
）
竊
見
、
所
作
典
論
及
諸
賦
頌
、
逸
句
爛
然
、
沈
思
泉
涌
、
華
藻
雲
浮
、
聽
之
忘
味
（『
藝

文
類
聚
』
卷
十
六
儲
宮
部
）。

（
六
六
）
著
典
憲
之
高
論
、
作
敍
懽
之
麗
詩
、
越
文
章
之
常
檢
、
揚
不
學
之
妙
辭
（『
藝
文
類
聚
』

卷
十
六
儲
宮
部
）。

（
六
七）
太
宗
の
子
高
宗
は
、
科
挙
の
現
実
を
憂
え
、
試
験
科
目
を
変
更
す
る
永
隆
二
（
六
八
一
）

年
の
詔
に
、「
學
は
立
身
の
本
、
文
は
經
國
の
資
な
り
、
豈
に
假
る
に
虚
名
を
以
て
す
可
け

ん
や
（
學
者
立
身
之
本
、
文
者
經
國
之
資
、
豈
可
假
以
虚
名
）」（『

冊
府
元
亀
』
卷
六
百
三

十
九
貢
舉
部
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
高
木
重
俊
『
唐
代
科
挙
の
文
学
世
界
』
研
文
出

版
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
曹
丕
の
主
張
が
唐
代
の
人
材
選
抜
に
も
連
な
っ
て
い
る
、
と
理
解

し
て
い
る
。
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